
成
寧
侯
仇
鶯
の
周
辺

i
十
六
世
紀
の
商
業
化
時
代
に
お
け
る
明
朝
政
治
考
察
の
一
助
と
し
て
一

城

地

孝

【
要
約
】
　
「
北
虜
寒
湿
」
の
外
圧
が
つ
よ
ま
る
明
の
叢
叢
年
間
（
～
五
二
二
－
～
五
六
六
）
の
な
か
ば
、
中
央
政
界
で
重
き
を
な
し
た
成
寧
侯
義
脚
は
、

北
辺
防
衛
軍
の
武
官
か
ら
の
し
あ
が
り
、
嘉
言
三
十
年
（
　
五
五
一
）
の
明
蒙
間
馬
市
を
主
導
す
る
な
ど
、
十
六
世
紀
東
ア
ジ
ア
を
お
お
っ
た
商
業
化
の

影
響
に
よ
り
流
動
化
す
る
辺
境
の
あ
り
よ
う
を
象
徴
す
る
人
物
と
し
て
知
ら
れ
る
。
本
稿
は
、
そ
う
し
た
仇
鷺
と
い
う
人
物
の
周
辺
に
新
安
商
人
の
故
郷

と
し
て
知
ら
れ
る
徽
州
獄
官
と
の
関
係
が
存
在
し
た
こ
と
、
か
っ
そ
う
し
た
関
係
が
ど
の
よ
う
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
安
徽

省
図
書
館
蔵
『
藷
篤
本
王
充
黒
氏
家
乗
』
や
天
啓
・
順
治
の
両
『
瓢
黒
々
幅
な
ど
の
諸
史
料
を
も
ち
い
て
あ
き
ら
か
に
す
る
。
こ
う
し
た
作
業
を
つ
う
じ

て
、
仇
鶯
と
い
う
ひ
と
り
の
政
治
人
物
の
背
景
に
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
が
存
在
し
た
こ
と
を
具
体
例
に
即
し
て
示
す
こ
と
に
よ
り
、
多
様
な
関
係
性
の
上
に

展
開
す
る
明
朝
政
治
の
ひ
ろ
が
り
や
そ
の
展
開
過
程
を
立
体
的
に
把
握
す
る
た
め
の
一
助
と
な
る
こ
と
を
め
ざ
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
　
九
山
ハ
巻
【
ニ
ロ
写
　
　
二
〇
｝
一
二
年
五
月

成寧侯仇鷺の周辺（城地）

は
　
じ
　
め
　
に

中
国
は
明
の
嘉
靖
年
間
（
一
五
二
一
丁
一
五
六
六
）
の
な
か
ば
、
政
界
で
重
き
を
な
し
た
人
物
に
成
寧
二
二
鷺
と
い
う
男
が
い
た
。
彼
は
明
の

北
辺
で
対
モ
ン
ゴ
ル
防
衛
に
あ
た
っ
た
武
官
で
あ
る
。
関
路
が
生
き
た
嘉
事
時
代
、
明
朝
は
ア
ル
タ
ン
騨
ハ
ン
ひ
き
い
る
モ
ン
ゴ
ル
の
外
圧
に

苦
し
ん
だ
。
お
な
じ
く
明
朝
を
な
や
ま
せ
た
倭
冠
と
と
も
に
「
北
辰
南
倭
」
と
併
称
さ
れ
る
当
時
の
外
圧
が
、
東
ア
ジ
ア
を
お
お
う
商
業
化
の
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影
響
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
す
で
に
周
知
の
事
実
に
属
す
る
。
中
国
国
内
の
煮
魚
生
産
の
拡
大
と
爆
発
的
な
銀
流
通
と
が
あ
い
ま
っ

て
中
国
内
外
で
の
交
易
需
要
は
た
か
ま
り
、
明
の
辺
境
は
経
済
ブ
ー
ム
に
わ
く
。
そ
れ
は
交
易
の
利
を
も
と
め
る
、
あ
る
い
は
明
朝
の
支
配
を

の
が
れ
よ
う
と
す
る
ひ
と
び
と
を
引
き
つ
け
、
こ
の
時
代
を
特
徴
づ
け
る
独
特
の
辺
境
社
会
が
形
成
さ
れ
て
い
く
。

　
商
業
化
の
波
を
受
け
て
流
動
化
す
る
辺
境
の
状
況
に
対
し
、
統
制
強
化
の
方
針
を
も
っ
て
臨
ん
だ
の
が
公
論
時
代
で
あ
っ
た
。
明
朝
の
祖
制

に
あ
っ
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
対
外
交
流
が
中
華
皇
帝
と
の
君
臣
関
係
を
旦
ハ
現
化
す
る
外
交
儀
礼
で
あ
っ
た
朝
貢
に
一
元
化
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
対

外
貿
易
も
朝
貢
に
付
随
す
る
恩
恵
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。
ア
ル
タ
ン
の
目
的
が
野
島
物
資
の
安
定
的
な
入
手
に
あ
り
、
そ
の
「
求
貢
」

も
交
易
公
認
を
第
一
義
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
明
朝
が
～
宿
し
て
こ
れ
を
拒
絶
し
つ
づ
け
た
た
め
に
、
ア
ル
タ
ン
も

略
奪
・
侵
攻
と
い
う
手
段
に
訴
え
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
と
、
こ
れ
ま
た
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
嘉
女
面
に
お
け
る
明
朝
の
対
外
強
硬
姿
勢
は
、

外
藩
か
ら
迎
立
さ
れ
た
が
ゆ
え
に
帝
位
の
正
統
性
を
誇
示
せ
ん
と
し
て
祖
制
の
遵
守
に
固
執
し
た
世
宗
（
嘉
靖
帝
）
の
存
在
ぬ
き
に
は
語
れ
な

い
。
彼
に
と
っ
て
は
、
武
力
を
背
景
と
し
た
ア
ル
タ
ン
の
「
求
貢
」
な
ど
、
朝
貢
本
来
の
礼
添
上
の
意
義
に
も
と
る
振
舞
で
し
が
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
矛
盾
は
、
北
辺
の
紛
争
を
長
期
化
さ
せ
る
一
方
、
両
者
の
狭
間
に
立
た
さ
れ
た
明
の
北
辺
防
衛
軍
の
商
業
化
を
う
な
が
す
。
経
済

ブ
ー
ム
が
華
夷
の
垣
根
を
こ
え
た
ヒ
ト
・
モ
ノ
の
往
来
を
活
発
化
さ
せ
る
な
か
、
軍
事
費
あ
る
い
は
近
辺
の
モ
ン
ゴ
ル
を
手
な
づ
け
る
た
め
の

撫
賞
と
し
て
北
辺
に
お
く
ら
れ
た
銀
が
モ
ン
ゴ
ル
に
流
れ
、
そ
れ
を
も
っ
て
モ
ン
ゴ
ル
が
中
国
産
品
を
購
入
す
る
と
い
う
密
貿
易
が
北
辺
で
は

さ
か
ん
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
お
も
な
掻
い
手
と
な
っ
て
い
た
の
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
北
辺
軍
の
将
兵
で
あ
り
、
本
稿
の
主
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

公
た
る
仇
鶯
も
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
動
き
の
な
か
で
台
頭
し
て
き
た
人
物
で
あ
っ
た
。

　
祖
父
仇
銭
か
ら
官
職
と
爵
位
と
を
世
襲
し
、
北
辺
で
軍
歴
を
か
さ
ね
て
い
た
仇
鶯
の
転
機
は
、
嘉
靖
二
十
九
年
（
一
五
五
〇
）
八
月
に
お
と

ず
れ
る
。
ア
ル
タ
ン
の
軍
勢
が
北
京
を
包
囲
す
る
と
い
う
庚
戌
の
変
に
際
し
て
、
対
モ
ン
ゴ
ル
防
衛
の
拠
点
で
あ
る
大
岡
の
総
兵
官
で
あ
っ
た

仇
鶯
は
、
い
ち
は
や
く
北
京
に
か
け
つ
け
た
こ
と
で
世
宗
の
信
頼
を
受
け
、
平
虜
大
将
軍
に
任
ぜ
ら
れ
て
全
軍
権
を
掌
握
、
以
後
、
軍
事
お
よ
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び
対
モ
ン
ゴ
ル
政
策
の
方
面
で
絶
大
な
発
言
力
を
も
っ
た
。
し
か
し
、
酷
薄
な
性
格
の
皇
帝
の
も
と
で
権
勢
を
ふ
る
っ
た
嘉
靖
朝
の
権
臣
の
例

に
も
れ
ず
、
彼
も
ま
た
そ
の
お
わ
り
を
よ
く
し
て
は
い
な
い
。
モ
ン
ゴ
ル
の
下
畑
に
歯
止
め
が
か
か
ら
な
い
状
況
は
、
軍
事
部
門
の
ト
ッ
プ
と

な
っ
た
詳
審
に
対
す
る
世
宗
の
信
頼
を
失
墜
さ
せ
、
昌
昌
三
十
｝
年
（
一
五
五
二
）
八
月
の
死
の
直
前
に
全
軍
権
を
剥
奪
さ
れ
た
上
、
死
の
直

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

後
に
は
追
鐵
（
棺
を
あ
ば
き
屍
を
辱
め
る
）
さ
れ
る
と
い
う
悲
惨
な
最
期
を
と
げ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
と
き
の
仇
鶯
の
罪
状
は
「
通
馬
誤
国
」
　
　
モ
ン
ゴ
ル
と
私
通
し
て
国
を
誤
っ
た
　
　
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
裏
に
政
敵
の
策

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

謀
が
あ
っ
た
と
も
い
わ
れ
る
が
、
そ
の
罪
状
に
激
怒
し
た
世
説
が
き
び
し
い
断
罪
の
諭
旨
を
く
だ
し
た
こ
と
も
あ
り
、
以
後
も
番
茶
で
仇
鶯
の

名
誉
回
復
が
提
起
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
か
く
て
「
モ
ン
ゴ
ル
と
つ
う
じ
た
叛
逆
者
」
と
い
う
仇
鴛
の
評
価
は
の
ち
の
ち
ま
で
引
き
継
が

れ
て
い
く
が
、
そ
の
最
た
る
例
と
し
て
言
及
さ
れ
る
も
の
に
、
彼
が
主
導
し
た
嘉
靖
三
十
年
（
一
五
五
一
）
の
馬
市
が
あ
る
。
嘉
靖
二
十
九
年

（｝

ﾜ
五
〇
）
八
月
、
ア
ル
タ
ン
の
軍
勢
が
北
京
を
め
ざ
し
て
南
進
し
て
い
る
さ
な
か
に
示
さ
れ
た
仇
鶯
の
馬
市
の
建
議
に
対
し
、
明
廷
は
嘉

靖
三
十
年
（
　
五
五
一
）
三
月
、
こ
れ
に
そ
う
形
で
馬
市
実
施
に
ふ
み
き
る
。
し
か
し
、
モ
ン
ゴ
ル
の
交
易
拡
大
要
求
に
対
す
る
明
の
消
極
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

な
対
応
は
、
そ
の
侵
冠
を
ふ
た
た
び
激
化
さ
せ
、
結
局
、
嘉
事
三
十
～
年
（
　
五
五
二
）
九
月
、
馬
市
は
全
面
停
止
に
追
い
込
ま
れ
た
。

　
わ
ず
か
一
年
で
破
綻
し
た
こ
と
に
く
わ
え
、
仇
鶯
の
罪
行
の
ひ
と
つ
と
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
こ
の
馬
市
に
対
す
る
同
時
代
の
評
価
は
決
し

て
か
ん
ば
し
い
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
～
方
、
商
業
化
の
進
展
に
対
応
す
べ
く
、
事
実
上
、
礼
制
の
枠
組
み
か
ら
離
れ
た
対
外
交
易
の
あ
り
方

一
近
年
「
互
市
」
の
語
を
も
っ
て
語
ら
れ
る
　
　
を
模
索
す
る
試
み
の
ひ
と
つ
に
嘉
靖
の
馬
市
を
位
置
づ
け
る
み
か
た
も
近
年
で
は
示
さ
れ

　
　
⑤

て
い
る
。
仇
驚
の
建
議
は
、
モ
ン
ゴ
ル
の
侵
冠
が
中
国
物
資
を
調
達
で
き
な
い
こ
と
に
よ
る
と
の
認
識
の
上
に
、
朝
貢
を
許
可
す
る
の
で
は
な

く
、
あ
く
ま
で
遼
東
な
ど
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
互
市
の
例
に
な
ら
っ
た
馬
市
の
開
設
を
も
と
め
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
る
紛
争
の
緩
和

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

と
と
も
に
、
将
兵
の
懐
に
流
れ
て
い
る
密
貿
易
の
利
を
中
央
に
帰
す
こ
と
を
ね
ら
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
の
こ
う
し
た
主
張
に
経
済
ブ
ー
ム

に
わ
く
辺
境
社
会
に
身
を
お
い
た
総
兵
官
と
し
て
の
現
状
認
識
が
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
の
に
く
わ
え
て
、
武
官
な
が
ら
文
官
を
中
心
と
す
る

政
策
決
定
の
場
に
お
い
て
、
そ
の
主
張
を
現
実
の
政
策
と
し
て
実
現
・
推
進
す
る
だ
け
の
力
を
も
ち
え
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
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「
モ
ン
ゴ
ル
と
つ
う
じ
た
」
と
し
て
著
せ
ら
れ
、
失
脚
・
追
鐵
と
い
う
最
期
を
と
げ
た
こ
と
も
ふ
く
め
て
、
嘉
靖
の
馬
市
お
よ
び
そ
れ
を
主
導

し
た
仇
鶯
と
い
う
の
は
、
あ
る
意
味
で
嘉
靖
と
い
う
時
代
を
象
徴
す
る
存
在
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
仇
鷺
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
、
辺
境
な
い
し
北
辺
防
衛
軍
の
商
業
化
と
い
う
の
は
不
可
欠
の
要
素
と
な
る
の
だ

が
、
本
稿
で
お
こ
な
お
う
と
し
て
い
る
作
業
は
、
商
業
化
と
い
う
こ
と
を
念
頭
に
お
き
つ
つ
も
、
北
辺
軍
の
武
官
と
い
う
の
と
は
別
の
一
面
に

光
を
あ
て
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
か
つ
て
筆
者
は
嘉
靖
の
馬
市
を
め
ぐ
る
政
治
過
程
を
検
討
し
た
際
、
あ
ら
た
な
交
易
秩
序
の
模
索
と
い

う
論
点
と
も
関
連
し
て
、
仇
鶯
の
祖
父
仇
鉄
が
徽
州
獄
門
（
現
、
安
徽
省
黄
山
市
の
属
）
の
王
充
仇
氏
の
流
れ
を
く
む
と
す
る
記
事
が
あ
る
こ
と
、

ま
た
万
暦
三
十
七
年
（
一
六
〇
九
）
に
編
纂
さ
れ
た
獄
県
の
県
志
で
あ
る
荊
獄
志
』
に
仇
鷲
の
伝
が
立
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
こ
と

　
　
⑦

が
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
『
明
人
伝
記
資
料
索
引
醸
や
b
ミ
§
§
遂
挫
き
）
緩
し
。
川
瀬
§
書
（
明
代
名
人
伝
）
と
い
っ
た
手
近

で
み
る
こ
と
の
で
き
る
索
引
類
に
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
管
見
の
か
ぎ
り
先
行
研
究
で
も
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
な
い
。
し
か
し
、

北
辺
の
商
業
化
と
い
う
現
象
を
象
徴
す
る
と
も
い
え
る
仇
鷲
が
、
新
安
商
人
の
故
郷
と
し
て
知
ら
れ
る
獄
県
に
縁
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ

は
彼
の
政
治
的
背
景
な
い
し
馬
市
と
い
う
政
策
の
背
景
要
因
を
さ
ぐ
る
上
で
、
き
わ
め
て
興
味
ぶ
か
い
材
料
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
た
だ
、
当

時
の
筆
者
に
は
そ
れ
以
上
の
材
料
が
な
く
、
事
実
の
指
摘
に
と
ど
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
が
、
の
ち
に
『
中
国
家
譜
総
目
』
に
よ
っ
て
安
徽
省

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

図
書
館
に
『
薔
篤
仁
王
充
仇
氏
家
乗
輪
な
る
書
物
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
調
査
に
お
も
む
い
た
と
こ
ろ
、
は
た
し
て
関
係
の
記
事

が
の
こ
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　
『
奮
窮
本
玉
充
山
導
家
乗
隔
は
全
一
冊
、
不
分
巻
の
抄
本
で
あ
る
。
も
っ
と
も
お
そ
い
も
の
で
「
乾
隆
甲
申
三
十
九
年
・
一
七
六
四
）
夏
五

月
」
付
の
仇
養
胎
「
繕
孟
宗
祠
小
引
脇
を
収
め
る
か
ら
、
清
代
の
抄
本
で
あ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
日
付
を
確
認
で
き
る
記
事
の
う
ち
、
も

っ
と
も
は
や
い
の
は
「
弘
治
十
八
年
（
一
五
〇
五
）
正
月
吉
日
」
付
の
「
仇
氏
宗
祠
上
梁
文
」
で
あ
る
が
、
お
お
く
は
万
暦
年
間
（
一
五
七
一
一
マ

一
六
二
〇
）
以
降
、
い
わ
ゆ
る
明
延
清
初
期
の
も
の
で
あ
る
。
先
祖
に
奉
じ
た
祭
文
や
墓
祠
・
宗
祠
の
修
理
に
か
か
わ
る
引
文
が
ほ
ぼ
半
分
を

占
め
、
そ
の
ほ
か
に
書
簡
や
詩
も
収
め
ら
れ
る
が
、
こ
の
な
か
に
仇
島
台
な
る
人
物
が
書
い
た
「
與
歯
鏡
予
先
生
辮
崩
書
」
と
い
う
書
簡
が
あ
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つ
た
。
毎
半
面
十
八
字
・
九
行
で
三
葉
、
空
格
を
ふ
く
め
全
八
百
七
十
一
字
あ
り
、
あ
き
ら
か
に
「
虜
」
字
と
思
わ
れ
る
部
分
が
空
格
に
な
っ

て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
清
抄
本
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
ま
さ
し
く
こ
の
書
簡
に
こ
そ
、
煮
冷
を
と
り
ま
く
商
人
の
存
在
に
せ
ま
る
手
が

か
り
と
と
も
に
、
仇
鷺
に
関
す
る
万
暦
『
激
台
臨
の
記
述
が
そ
れ
以
降
の
蜂
起
志
編
纂
の
プ
ロ
セ
ス
に
も
か
か
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
記
述

が
の
こ
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
本
稿
で
は
、
こ
の
『
蕎
篤
本
王
女
三
皇
家
乗
』
に
収
録
さ
れ
る
仇
夢
台
「
與
黄
熱
予
先
生
辮
志
書
」
を
お
も
な
材
料
と
し
、
お
な
じ
く
安
徽

省
図
書
館
所
蔵
の
天
啓
『
獄
縣
志
』
・
順
治
『
獄
志
螂
を
は
じ
め
と
す
る
各
種
史
料
を
も
ち
い
な
が
ら
、
仇
鷺
の
周
辺
を
さ
ぐ
っ
て
い
く
こ
と

と
し
た
い
。
ま
ず
仇
驚
・
仇
銭
の
ル
ー
ツ
を
た
ど
っ
た
上
で
、
仇
夢
台
の
書
簡
の
な
か
で
展
開
さ
れ
る
万
暦
『
獄
志
蜘
替
蓋
伝
へ
の
批
判
を
手

が
か
り
に
、
万
暦
『
鍬
志
』
刊
行
後
に
天
啓
『
激
縣
志
田
が
編
纂
さ
れ
る
に
至
っ
た
経
緯
を
あ
き
ら
か
に
す
る
。
さ
ら
に
仇
肩
台
の
科
挙
受
験

に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
仇
鷲
の
族
人
に
商
人
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
述
べ
る
。

　
本
稿
の
一
義
的
な
目
的
は
、
新
史
料
の
存
在
と
そ
こ
か
ら
知
ら
れ
る
い
く
つ
か
の
史
実
を
提
示
す
る
に
あ
る
。
あ
る
い
は
そ
の
叙
述
は
、
か

な
ら
ず
し
も
論
理
的
な
一
貫
性
の
も
と
に
整
序
さ
れ
な
い
預
末
な
史
実
の
羅
列
で
し
か
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
え
て

そ
う
し
た
作
業
を
お
こ
な
お
う
と
す
る
の
は
、
そ
れ
ら
の
史
実
が
、
十
六
世
紀
後
半
の
東
ア
ジ
ア
を
象
徴
す
る
辺
境
社
会
の
な
か
で
頭
角
を
あ

ら
わ
し
、
中
央
の
政
治
を
左
右
す
る
権
力
を
手
に
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ま
で
と
は
性
格
を
異
に
す
る
対
外
交
易
と
し
て
の
馬
市
を
主
導
し
た

仇
驚
と
い
う
人
物
の
周
囲
に
存
在
し
た
こ
と
を
示
す
こ
と
で
、
商
業
化
の
時
代
の
な
か
で
流
動
化
の
度
を
増
す
明
朝
政
治
が
展
開
し
て
い
た
場

の
ひ
ろ
が
り
、
あ
る
い
は
そ
の
展
開
過
程
を
左
右
し
た
要
因
の
多
様
さ
と
い
っ
た
点
を
考
察
す
る
際
の
手
が
か
り
を
み
い
だ
せ
る
の
で
は
な
い

か
と
の
期
待
に
よ
る
。

　
以
下
、
本
稿
で
は
煩
を
避
け
る
た
め
、
『
薔
臨
本
王
充
仇
氏
家
乗
輪
を
『
家
乗
』
と
略
記
し
、
激
県
の
県
志
に
つ
い
て
は
、
纂
修
時
の
年
号

を
も
ち
い
て
『
万
暦
志
』
・
『
天
啓
志
隔
・
『
順
治
志
』
の
よ
う
に
記
す
。
ま
た
『
実
録
』
の
記
事
を
引
用
す
る
場
合
、
巻
数
表
記
を
省
略
す
る
。
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①
　
当
時
の
明
朝
北
辺
の
全
般
的
な
状
況
に
関
す
る
以
上
の
叙
述
は
、
岩
弁
茂
樹

　
「
十
六
・
十
七
世
紀
の
中
国
辺
境
社
会
」
（
小
野
和
子
編
噸
幕
末
清
初
の
社
会
と

　
文
化
㎞
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
一
九
九
六
年
、
所
収
）
に
よ
る
。
い
わ
ゆ

　
る
「
朝
貢
｝
元
体
制
」
に
つ
い
て
は
、
同
氏
「
明
代
中
国
の
礼
制
覇
権
主
義
と
東

　
ア
ジ
ア
の
秩
序
」
（
㎎
東
洋
文
化
㎞
八
五
、
二
〇
〇
五
年
）
を
参
照
。
ア
ル
タ
ン
の

　
「
求
点
」
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
松
本
隆
晴
『
明
代
北
辺
防
衛
体
制
の
研
究
』

　
（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
一
年
）
一
九
七
－
二
〇
四
頁
に
く
わ
し
く
、
嘉
靖
朝
の
対

　
外
方
針
と
世
宗
の
政
治
姿
勢
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
拙
著
噸
長
城
と
北
京
の
朝

　
政
－
明
代
内
閣
政
治
の
展
開
と
変
容
1
』
（
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇

　
一
二
年
）
八
三
一
八
四
頁
で
述
べ
た
。

②
仇
鶯
の
事
跡
に
つ
い
て
は
、
張
顕
清
槻
厳
嵩
伝
㎞
（
黄
山
書
社
、
一
九
九
二
年
）

　
一
＝
五
－
難
風
七
頁
を
参
照
。

③
隅
実
録
㎞
総
州
三
十
一
年
八
月
乙
亥
（
二
十
五
日
）
条
、
お
よ
び
下
書
、
嘉
靖

　
三
十
一
年
九
月
癸
未
（
虚
日
）
条
。

④
慕
靖
の
馬
市
を
め
ぐ
る
一
連
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
著
、
第
二
章
を
参

　
照
。

⑤
前
掲
岩
井
茂
樹
「
十
六
・
十
七
世
紀
の
中
国
辺
境
社
会
」
六
三
四
－
六
三
五
頁
。

⑥
『
実
録
』
嘉
靖
二
十
九
年
八
月
丁
丑
（
十
六
日
）
条
。

⑦
前
掲
拙
著
、
＝
三
頁
、
注
（
1
8
）
。

⑧
磁
器
鳴
主
導
隅
申
国
家
譜
総
出
（
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
八
年
）
第
一

　
冊
、
　
一
二
一
山
ハ
頁
。
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㎜、

w
鍼
の
出
自

　
そ
も
そ
も
仇
鷲
・
仇
銭
と
徽
州
獄
県
と
の
か
か
わ
り
と
い
う
の
は
、
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
『
万
暦
志
』
に
は

関
係
す
る
記
事
が
あ
る
も
の
の
、
一
般
に
知
ら
れ
る
隠
避
・
仇
鐡
の
伝
記
に
は
徽
州
な
い
し
獄
県
と
の
か
か
わ
り
を
直
接
に
示
す
記
事
を
み
い

だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
諸
史
料
に
お
け
る
彼
ら
の
出
自
・
出
身
地
に
関
す
る
記
述
に
も
不
一
致
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

本
章
で
は
『
家
乗
』
の
分
析
に
入
る
ま
え
に
、
彼
ら
の
ル
ー
ツ
を
さ
ぐ
っ
て
み
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
ま
ず
、
も
っ
と
も
基
本
的
な
史
料
と
い
え
る
寒
帯
『
明
史
隔
か
ら
み
よ
う
。
『
明
史
蜘
は
帰
国
七
十
五
に
仇
鋏
を
立
饗
し
、
そ
こ
に
仇
鷲
を

付
摂
す
る
形
を
と
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
仇
鐡
は
陳
西
平
愛
息
芝
原
県
（
現
、
甘
齋
省
鎮
原
県
）
の
人
で
、
傭
卒
と
し
て
つ
か
え
た
寧
夏
総
兵
官

か
ら
お
お
い
に
信
愛
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
都
指
揮
倉
事
の
仇
理
が
継
嗣
な
く
死
ん
だ
際
、
総
兵
官
は
仇
銭
に
そ
の
世
職
を
継
が
せ
て
寧
夏
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

衛
指
揮
隅
知
と
し
た
。
仇
理
は
揚
州
江
都
の
入
で
あ
っ
た
た
め
、
熱
風
も
江
都
仇
氏
を
自
称
し
た
と
い
う
。

　
こ
の
記
事
は
、
お
そ
ら
く
趙
時
春
「
鳳
雛
本
末
」
（
『
趙
凌
谷
文
二
面
七
）
な
い
し
そ
れ
と
同
系
統
の
史
料
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
。
趙
時
春
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（一

ﾜ
〇
九
－
一
五
六
七
）
は
陳
西
平
穏
（
現
、
甘
粛
土
平
涼
市
）
の
人
で
、
嘉
靖
五
年
（
一
五
二
六
）
の
進
士
。
翰
林
院
庶
吉
士
を
経
て
戸
部
・
兵

部
の
主
事
と
な
る
も
、
愚
盲
九
年
（
一
五
三
〇
）
、
災
変
に
際
し
て
お
こ
な
っ
た
上
奏
が
世
宗
の
逆
鱗
に
ふ
れ
、
官
身
分
を
剥
奪
さ
れ
る
。
嘉
靖

十
九
年
（
～
五
四
〇
）
に
翰
林
院
編
修
に
再
度
起
用
さ
れ
る
が
、
同
年
十
一
一
月
、
唐
順
之
・
羅
洪
先
と
お
こ
な
っ
た
上
奏
に
よ
っ
て
、
ま
た
し

て
も
世
道
の
怒
り
を
買
い
、
ふ
た
た
び
為
民
処
分
を
受
け
た
。
彼
は
み
ず
か
ら
騎
射
を
習
い
、
軍
事
・
北
辺
問
題
に
精
通
し
て
い
た
と
さ
れ
、

嘉
靖
二
十
九
年
（
～
五
五
〇
）
の
庚
戌
の
変
の
際
、
と
き
の
礼
部
尚
書
徐
階
の
引
き
で
兵
部
職
方
司
主
事
に
復
職
す
る
。
と
こ
ろ
が
軍
権
を
掌

握
し
て
い
た
仇
鶯
と
そ
り
が
あ
わ
ず
、
仇
鶯
と
と
も
に
愈
愈
軍
の
総
理
を
命
ぜ
ら
れ
た
と
き
に
は
、
彼
と
の
対
立
が
原
因
で
職
を
と
か
れ
て
い

る
ほ
か
、
モ
ン
ゴ
ル
と
の
馬
市
に
対
し
て
も
真
っ
向
か
ら
反
対
を
と
な
え
た
と
い
う
。
の
ち
に
山
東
按
察
使
愈
事
・
副
使
お
よ
び
山
西
巡
撫
を

　
　
　
　
　
②

歴
任
し
て
い
る
。

　
「
逆
鷲
本
末
」
な
る
文
章
は
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
が
端
的
に
示
す
よ
う
に
、
失
脚
し
た
馬
添
に
対
す
る
趙
時
春
の
非
難
な
い
し
悪
感
情
を
あ
ら

わ
に
し
つ
つ
、
そ
の
事
跡
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
冒
頭
、
趙
は
仇
鋏
の
出
自
に
つ
い
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
な

　
輪
蔵
、
鎭
原
平
泉
里
の
人
な
り
。
先
ず
輸
卒
を
以
て
転
置
総
兵
府
に
給
卜
し
、
便
嬰
た
り
て
総
兵
の
意
に
適
い
、
遂
に
命
ぜ
ら
れ
て
黒
総
旗
を
留
縫
し
、
其

　
　
　
　
つ
か
さ
ど
　
　
　
　
よ
う
や
く

　
の
兵
を
掌
る
。
　
梢
に
し
て
指
揮
に
遷
り
、
寧
夏
遊
撃
將
軍
に
擢
せ
ら
る
。

と
記
し
、
『
明
史
』
と
ほ
ぼ
お
な
じ
内
容
を
伝
え
て
い
る
。
引
文
申
に
み
え
る
「
総
評
」
と
は
衛
所
制
度
に
お
け
る
最
小
単
位
で
あ
る
百
戸
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

の
武
職
で
、
鎌
屋
戸
所
に
二
名
お
か
れ
、
原
則
的
に
世
襲
の
職
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
仇
銭
は
総
兵
宮
の
命
を
受
け
て
「
墨
継
」
す
な
わ
ち
仇

総
旗
の
子
で
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
継
嗣
だ
と
い
う
こ
と
に
し
て
こ
れ
を
継
い
だ
と
い
う
。

　
さ
ら
に
馬
銭
が
江
都
仇
氏
を
霞
称
し
た
と
い
う
『
明
史
』
の
記
事
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
、
趙
時
春
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
伝

え
て
い
る
。
趙
が
翰
林
院
庶
吉
士
お
よ
び
戸
部
・
兵
部
の
主
事
と
し
て
北
京
に
い
た
こ
ろ
、
お
な
じ
平
幕
府
下
の
鎮
原
県
出
身
の
仇
鷺
と
は
同

郷
会
で
席
を
と
も
に
す
る
こ
と
が
多
々
あ
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
邸
宅
　
　
主
文
門
内
の
蘇
州
巷
に
あ
り
、
～
般
の
忙
々
の
屋
敷
の
よ
う
に

つ
つ
ま
し
や
か
で
あ
っ
た
と
い
う
　
　
で
仇
昌
に
面
会
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
仇
昌
は
い
つ
も
親
し
げ
で
あ
り
、
た
が
い
の
故
郷
が
ち
か
く
だ
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と
い
う
の
で
平
泉
里
の
話
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
仇
茂
が
仇
鶯
に
そ
の
話
を
向
け
る
や
、
仇
鷺
は
「
爵
位
は
仇
総
旗
か
ら
継
い
だ
の
だ
か
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

わ
が
家
は
揚
州
籍
な
の
だ
」
と
こ
た
え
、
平
泉
里
の
こ
と
を
口
に
し
た
趙
に
不
快
感
を
い
だ
い
た
と
い
う
。

　
以
上
の
記
事
に
し
た
が
え
ば
、
仇
銭
は
陳
西
鎮
原
の
傭
卒
か
ら
身
を
起
こ
し
た
人
物
で
あ
り
、
寧
夏
総
兵
官
の
命
に
よ
っ
て
盤
襲
の
衛
官
を

「
冒
継
」
し
た
の
を
機
に
揚
州
江
都
籍
だ
と
自
称
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
経
歴
は
、
明
代
も
後
期
以
降
に
あ
ら
わ
れ
、
＝
般

軍
士
の
上
に
あ
っ
て
、
将
領
の
官
軍
奴
僕
に
類
す
る
身
分
」
で
「
戦
功
に
よ
っ
て
は
総
量
参
将
に
も
昇
り
得
」
た
と
さ
れ
る
家
丁
の
性
格
と
か

　
　
　
　
　
　
　
⑥

さ
な
る
も
の
で
あ
り
、
も
し
上
引
史
料
の
所
伝
が
た
し
か
だ
と
す
れ
ば
、
仇
銭
も
そ
う
し
た
出
自
で
あ
っ
た
と
み
な
し
て
よ
か
ろ
う
。
家
丁
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

な
か
に
は
「
賜
姓
に
よ
っ
て
将
領
と
同
姓
と
な
り
、
擬
制
的
家
族
員
と
し
て
待
遇
さ
れ
た
」
者
も
あ
っ
た
と
い
う
か
ら
、
「
傭
卒
」
と
し
て
寧

夏
総
兵
官
の
「
便
奨
」
に
な
っ
た
と
趙
時
春
が
伝
え
る
次
号
の
姓
が
、
は
た
し
て
も
と
か
ら
「
仇
」
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
す
ら
も
あ
や
し
く
な

っ
て
く
る
。
彼
が
江
都
籍
を
自
称
す
る
に
あ
た
っ
て
も
、
お
そ
ら
く
は
江
都
仇
氏
と
の
通
譜
が
お
こ
な
わ
れ
た
可
能
性
が
た
か
い
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
史
料
が
ご
と
ご
と
に
仇
鷲
と
対
立
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
書
算
春
の
手
に
な
る
も
の
で
あ
り
、
万
言
を
お
と
し
め
よ
う

と
す
る
意
図
が
あ
き
ら
か
で
あ
る
以
上
、
右
の
記
述
を
手
放
し
で
字
面
ど
お
り
に
受
け
と
る
こ
と
に
は
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
現
に
仇

銭
の
死
去
を
伝
え
る
咽
実
録
』
の
記
事
に
は
、
彼
が
江
都
の
人
で
あ
り
、
初
任
の
寧
夏
前
衛
指
揮
同
量
も
「
世
職
」
つ
ま
り
世
襲
に
よ
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

で
あ
っ
た
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
謡
言
が
没
し
た
と
き
、
す
で
に
十
年
以
上
も
内
閣
に
あ
っ
た
首
書
楊
三
和
の
手
に
な
る
「
七
竃
伯
進

封
侯
六
甲
志
望
銭
墓
誌
銘
」
（
『
國
朝
寒
徴
鐘
巻
十
。
以
下
「
碧
眼
墓
誌
銘
」
と
略
記
）
も
、
仇
鋏
に
至
る
ま
で
の
衛
嘗
の
世
襲
を
以
下
の
よ
う
に

伝
え
て
い
る
。
高
祖
骨
無
は
、
明
成
立
以
前
に
朱
元
物
に
し
た
が
っ
て
軍
功
を
あ
げ
、
洪
武
の
は
じ
め
に
揚
州
衛
の
百
戸
を
さ
ず
け
ら
れ
た
が
、

倭
冠
と
の
戦
い
で
七
海
に
戦
死
し
、
そ
の
官
は
子
の
仇
智
が
継
い
だ
。
仇
智
は
仇
鐡
の
曾
祖
父
に
あ
た
り
、
南
京
に
あ
っ
た
広
武
衛
の
指
揮
愈

事
か
ら
寧
夏
前
衛
へ
異
動
と
な
る
も
、
モ
ン
ゴ
ル
と
の
戦
い
で
戦
死
す
る
。
都
指
揮
難
事
・
客
亭
副
総
兵
と
な
っ
た
祖
父
仇
廉
も
戦
死
。
霊
界

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

揮
余
事
を
継
い
だ
仇
鐡
の
父
無
理
は
管
守
台
密
東
路
を
つ
と
め
、
仇
銭
は
弘
治
十
四
年
（
～
五
〇
一
）
に
そ
の
「
世
職
」
を
継
い
だ
と
い
う
。

む
ろ
ん
政
府
公
式
記
録
と
し
て
の
『
実
録
』
な
い
し
故
人
を
顕
彰
す
る
墓
誌
銘
と
い
う
史
料
の
性
格
は
、
当
然
な
が
ら
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
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な
い
。
し
か
し
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
史
料
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
こ
れ
ら
は
お
そ
ら
く
『
明
史
』
編
纂
時
に
も
主
要
な
材
料
と
さ
れ
た
は
ず
で
あ

る
。
と
す
れ
ば
、
一
般
に
そ
の
綿
密
な
考
証
を
も
っ
て
知
ら
れ
る
『
明
史
』
が
こ
れ
ら
を
し
り
ぞ
け
、
あ
え
て
趙
時
春
「
逆
鷲
本
末
」
の
よ
う

な
偏
向
あ
き
ら
か
な
説
を
採
用
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
方
が
真
に
ち
か
い
と
判
断
す
る
だ
け
の
根
拠
が
『
明
史
㎏
纂
修
者
に
は
あ
っ
た
こ

と
を
示
唆
す
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
以
下
、
爵
位
な
い
し
短
所
官
の
継
承
状
況
を
記
し
た
ふ
た
つ
の
簿
冊
史
料
に
よ
り
若
干
の
検
討
を
試
み

た
い
。

　
仇
銭
の
よ
う
に
爵
位
を
さ
ず
け
ら
れ
た
功
臣
に
つ
い
て
、
そ
の
受
爵
・
語
長
の
状
況
を
記
す
『
明
功
臣
襲
封
登
簿
螂
な
る
史
料
が
あ
る
。
台

湾
の
国
家
図
書
館
（
旧
、
国
立
中
央
図
書
館
）
所
蔵
の
明
紗
本
の
影
印
本
が
、
台
湾
学
生
書
局
『
明
代
史
籍
彙
刊
漉
に
収
め
ら
れ
て
通
行
し
て
い

　
　
威
馬
副
拳
為
颪
享
侯

．
仇
拭
狂
言
「
　
　
，
丹
原
仕
副
総
兵
鎮
ぐ
寧
臭

－
掲
才
避
暑
重
砲
安
弛
工
真
鎗
有
年
徳
伍
争
捌
月

数
拾
黒
熱
央
部
論
功
題
奉
．

観
依
枇
軌
磨
寺
ぶ
舅
首
建
窯
功
封
指
爵
世
油
凪
此
移

塚
本
部
誉
照
覆
題
本
年
薄
月
伶
堺
昂
奉
　
「
、

欽
依
胤
鉄
工
畢
伯
散
官
勲
號
輿
倣
回
漕
嚇
力
武
江

」
静
嫁
引
蒜
木
森
三
七
禄
本
を
＋
柔
も
陸
百

2」

ﾘ
二
色
騨
百
万
欽
空
億
陵
年
齢
月
内
本
山
奏
給

一
盤
軽
募
穿
丸
鼠
欠
死
テ
ん
愛
盗
徳
未
年
鑑

【図】　『明功臣図鑑底簿」書影

　　（台湾学生書局窪明代史籍彙刊』本p．31）

る
。
そ
の
冒
頭
に
付
さ
れ
た
劉
兆
祐
氏
の
「
叙
録
」

に
よ
れ
ば
、
こ
の
史
料
は
襲
爵
の
際
に
確
認
を
と
る
、

あ
る
い
は
跡
目
あ
ら
そ
い
や
詐
冒
な
ど
の
問
題
に
そ

な
え
る
べ
く
、
管
轄
部
署
で
あ
る
吏
部
験
封
清
吏
司

が
封
爵
・
襲
替
の
来
歴
を
記
録
し
た
暗
晦
で
あ
り
、

そ
の
日
付
か
ら
、
嘉
節
二
十
六
年
（
一
五
四
七
）
時
点

で
の
調
査
記
録
を
ま
と
め
た
も
の
と
い
う
。
こ
こ
に

は
仇
鉄
に
つ
い
て
も
記
事
が
あ
り
、
正
徳
五
年
（
　
五

一
〇
）
四
月
に
お
き
た
安
化
王
三
三
の
乱
を
鎮
圧
し
た

　
　
　
⑨

功
に
よ
り
、
同
年
九
月
に
威
寧
伯
に
封
ぜ
ら
れ
、
正

徳
七
年
（
一
五
＝
～
）
に
は
侯
爵
に
す
す
み
、
二
三

（
正
徳
帝
）
崩
御
か
ら
二
か
月
後
の
正
徳
十
六
年
（
…
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垂
＝
）
五
月
に
病
没
し
た
が
、
嫡
長
男
の
仇
恩
が
病
身
で
あ
っ
た
た
め
、
馬
銭
の
妻
張
氏
の
奏
請
に
よ
り
、
孫
の
仇
鷲
へ
の
襲
爵
が
認
め
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　
吏
部
の
担
当
部
署
が
作
成
し
た
底
簿
と
い
う
性
格
か
ら
し
て
、
一
定
の
信
を
お
い
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
こ
の
史
料
で
あ
る
が
、
不
可
解
な
の

は
、
仇
銭
の
原
籍
地
に
つ
い
て
の
記
載
で
あ
る
。
前
頁
所
掲
の
【
図
】
に
示
し
た
よ
う
に
、
本
来
で
あ
れ
ば
原
籍
地
を
記
入
す
べ
き
部
分
が
す

っ
ぽ
り
抜
け
落
ち
、
五
字
分
の
空
白
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
仇
鐡
墓
誌
銘
」
を
撰
し
た
急
心
和
の
臼
蓋
は
嘉
靖
八
年
（
一
五
二
九
）
で
あ

る
か
ら
、
仇
銭
を
揚
州
江
都
籍
と
す
る
記
事
は
、
『
明
功
臣
襲
封
底
簿
瓢
が
な
っ
た
嘉
靖
二
十
六
年
（
｝
五
四
七
）
の
時
点
で
す
で
に
存
在
し
て

い
た
わ
け
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
不
自
然
な
空
白
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
直
接
の
担
当
部
署
で
あ
る
吏
部
平
角

清
吏
司
の
官
僚
に
と
っ
て
、
仇
銭
を
江
都
籍
だ
と
確
定
し
え
な
い
な
ん
ら
か
の
事
情
が
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

　
い
ま
ひ
と
つ
は
衛
選
簿
で
あ
る
。
つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
衛
玉
響
と
は
衛
ご
と
に
つ
く
ら
れ
た
甲
所
官
の
襲
替
補
選
の
登
記
簿

　
　
⑪

で
あ
り
、
そ
の
作
成
時
に
は
各
種
の
避
難
や
獲
功
堂
稿
・
核
冊
題
覆
を
は
じ
め
と
す
る
多
種
多
様
の
記
録
が
参
照
さ
れ
、
詳
細
な
照
合
作
業
が

　
　
　
　
　
⑫

’
お
こ
な
わ
れ
た
。
既
述
の
と
お
り
、
『
実
録
』
な
ら
び
に
「
仇
鐡
墓
誌
銘
」
に
は
仇
鐡
が
継
い
だ
「
世
職
」
は
寧
夏
前
衛
指
揮
同
製
で
あ
っ
た

と
記
さ
れ
て
い
た
が
、
当
該
衛
の
衛
選
簿
で
あ
る
『
楽
車
前
衛
選
簿
』
は
わ
が
国
の
東
洋
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
ひ
も
と
く
と
、

い
ず
れ
も
寧
夏
で
衛
官
を
つ
と
め
た
と
さ
れ
る
粗
壁
・
里
馬
・
仇
理
に
つ
い
て
、
そ
の
襲
職
関
係
が
以
下
の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
仇
廉
は
寧
夏
前
衛
の
世
襲
指
揮
余
事
仇
智
の
嫡
長
男
で
あ
り
、
父
が
永
楽
十
年
目
一
四
一
二
）
に
塔
灘
山
で
滑
落
死
し
た
の
を
う
け
て
、

同
十
四
年
（
一
四
一
六
）
七
月
に
襲
職
を
ゆ
る
さ
れ
た
。
仇
廉
の
子
の
仇
理
は
、
天
守
六
年
（
一
四
六
二
）
四
月
、
父
の
貧
窮
で
あ
る
指
揮
余
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

を
襲
職
し
て
寧
夏
前
衛
に
配
属
さ
れ
、
成
下
二
年
（
一
四
六
六
）
五
月
に
は
指
揮
同
知
に
昇
格
し
て
い
る
。

　
こ
れ
ま
た
不
可
解
な
こ
と
に
、
衛
選
簿
の
記
述
は
こ
こ
で
お
わ
っ
て
い
る
。
お
な
じ
く
寧
夏
前
衛
の
指
揮
同
知
を
襲
職
し
た
と
さ
れ
る
仇
銭

に
つ
い
て
は
、
な
ん
の
記
載
も
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
指
摘
す
べ
き
は
、
右
に
述
べ
た
三
代
の
襲
職
が
当
該
衛
選
簿
の
「
年
記
事
故
」
の
項

に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
年
貢
事
故
」
と
い
う
の
は
、
充
軍
・
調
衛
あ
る
い
は
幼
丁
と
記
録
さ
れ
て
い
な
が
ら
正
規
の
手
つ
づ
き
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を
ふ
ま
ず
に
襲
職
す
る
な
ど
、
襲
職
上
の
異
変
に
つ
い
て
当
該
衛
で
把
握
で
き
な
か
っ
た
た
め
に
、
年
数
の
経
過
と
と
も
に
、
そ
れ
以
後
の
状

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

況
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
た
者
を
記
し
た
項
目
と
い
う
。
そ
こ
に
仇
智
以
下
三
代
の
襲
職
が
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
『
寧
夏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

前
衛
選
簿
』
を
ふ
く
む
東
洋
文
庫
所
蔵
の
全
十
三
冊
の
衛
選
簿
が
編
纂
さ
れ
た
万
暦
二
十
二
年
（
一
五
九
四
）
の
時
点
で
、
仇
理
の
つ
ぎ
の
世

代
以
降
の
世
襲
状
況
に
つ
い
て
確
認
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
先
引
『
実
録
隔
な
ら
び
に
「
仇
鉄
墓
誌
銘
」
が
伝
え
る
よ
う
に
、
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

し
仇
銭
が
普
通
に
「
世
職
」
を
継
い
だ
の
な
ら
ば
、
正
徳
年
間
（
一
五
〇
六
∴
五
二
一
）
に
寧
夏
衛
で
の
在
任
が
確
認
で
き
る
彼
に
つ
い
て
、

万
暦
年
聞
に
編
纂
さ
れ
た
衛
選
管
に
な
ん
の
記
載
も
な
い
ば
か
り
か
、
そ
の
の
ち
の
状
況
が
不
明
で
あ
る
と
い
う
「
年
老
事
故
」
の
項
に
仇
氏

の
記
事
が
あ
る
と
い
う
の
は
、
や
は
り
不
可
解
な
こ
と
に
属
す
る
。
す
く
な
く
と
も
『
寧
夏
前
衛
選
簿
』
の
記
事
に
よ
る
か
ぎ
り
、
厳
酷
か
ら

の
衛
官
の
世
襲
は
群
鳥
で
い
っ
た
ん
と
だ
え
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
し
た
が
っ
て
仇
理
か
ら
青
銭
へ
の
襲
職
の
裏
に
も
「
仇
銭
墓
誌
銘
」
に
は
記

さ
れ
な
い
、
な
ん
ら
か
の
事
情
が
存
在
し
た
可
能
性
が
た
か
く
な
っ
て
く
る
。

　
以
上
、
爵
位
・
衛
富
を
管
理
す
る
際
の
基
礎
と
な
る
ふ
た
つ
の
馬
面
か
ら
得
ら
れ
る
情
報
は
、
仇
鉱
が
揚
州
江
都
を
原
籍
と
す
る
世
襲
武
官

の
出
身
で
あ
る
と
す
る
『
実
録
』
や
「
面
心
墓
誌
銘
扁
の
記
述
と
食
い
違
う
点
が
あ
る
。
し
て
み
る
と
『
明
史
騙
の
纂
修
者
が
『
実
録
』
や
墓

誌
銘
の
系
統
の
説
を
と
ら
ず
、
趙
時
春
「
逆
鷲
本
末
」
の
系
統
の
史
料
を
採
用
し
た
の
は
、
ひ
と
ま
ず
妥
当
な
判
断
と
み
な
し
て
よ
さ
そ
う
で

あ
る
。
仇
銭
が
寧
夏
総
兵
官
子
飼
い
の
下
膨
の
出
身
で
、
そ
の
畳
職
も
「
掛
継
」
に
よ
っ
て
継
承
し
た
の
で
あ
り
、
揚
州
江
都
籍
だ
と
の
説
も

通
譜
に
よ
っ
て
創
出
さ
れ
た
と
い
う
の
も
、
ほ
ぼ
ゆ
ら
が
な
い
も
の
と
し
て
さ
し
つ
か
え
あ
る
ま
い
。

　
と
す
る
な
ら
ば
、
仇
銭
・
仇
鶯
と
罵
言
と
の
か
か
わ
り
も
、
仇
銭
そ
の
人
か
ら
で
は
な
く
、
彼
ら
が
譜
牒
を
つ
う
じ
た
江
都
仇
氏
か
ら
さ
ぐ

っ
て
い
く
ほ
か
な
い
。
前
掲
『
中
国
家
譜
総
目
』
に
唯
一
、
江
都
器
量
の
家
譜
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
の
は
、
上
海
図
書
館
蔵
『
維
揚
二
業

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

重
氏
重
修
宗
譜
』
で
あ
る
。
仇
昌
山
の
主
修
に
か
か
る
清
光
緒
十
七
年
（
｝
八
九
三
）
木
活
字
本
で
、
正
統
九
年
（
一
四
四
四
）
二
月
に
生
ま
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

嘉
靖
四
年
（
一
五
二
五
）
正
月
に
没
し
た
と
い
う
仇
国
明
を
始
遷
祖
と
す
る
一
族
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
巻
皿
に
収
め
ら
れ
る
仇
邦
玖
「
仇
氏

難
産
原
盤
」
に
は
、
彼
が
故
老
か
ら
聞
い
た
話
と
し
て
、
始
遷
祖
で
あ
る
仇
国
明
の
祖
籍
が
徽
州
で
あ
り
、
元
成
明
初
の
こ
ろ
三
冠
の
侵
擾
を
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避
け
て
兄
弟
五
人
で
江
都
へ
移
住
し
た
も
の
の
、
そ
の
の
ち
の
兵
乱
の
な
か
で
ほ
か
の
四
人
は
四
散
し
て
し
ま
い
、
国
明
の
み
が
江
都
墨
家
庄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

の
地
に
居
を
定
め
た
と
い
う
来
歴
が
伝
え
ら
れ
る
。
仇
銭
が
「
冒
継
」
し
た
「
引
導
旗
」
が
こ
の
な
か
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
か
否
か
と
い
う
点

　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
よ

の
ほ
か
、
「
元
よ
り
明
に
迄
ぶ
」
こ
ろ
と
い
う
に
し
て
は
仇
国
明
の
生
年
が
い
さ
さ
か
お
そ
い
と
い
う
点
は
お
く
と
し
て
も
、
こ
の
時
期
の
混

乱
状
況
を
考
え
れ
ば
、
兄
弟
五
人
で
予
州
か
ら
の
移
住
を
決
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
江
都
に
の
が
れ
た
の
ち
に
も
四
人
が
四
散
し
て
し
ま
う

と
い
う
よ
う
な
ケ
ー
ス
が
現
実
の
状
況
と
し
て
存
在
し
え
た
と
い
う
こ
と
は
、
首
肯
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
仇
邦
玖
の
「
原

序
」
の
記
述
の
背
後
に
、
こ
こ
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
と
同
様
の
由
来
を
共
有
す
る
江
都
仇
氏
が
、
仇
国
明
の
子
孫
の
み
に
と
ど
ま
ら
な
い
範

囲
で
存
在
し
て
い
た
と
い
う
状
況
を
読
み
と
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
さ
ら
に
、
生
州
に
居
住
す
る
墨
筆
に
つ
い
て
総
合
的
に
記
録
し
た
と
い
う
『
新
安
馬
脚
大
族
志
』
・
『
新
安
名
族
志
隠
は
、
い
ず
れ
も
仇
氏
に

つ
い
て
獄
県
王
充
の
一
叢
を
伝
え
る
の
み
で
あ
る
。
前
者
は
元
大
儒
陳
櫟
の
美
本
を
弘
治
十
一
年
（
一
四
九
八
）
に
兵
部
尚
書
半
沢
が
改
定
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

康
煕
六
年
（
一
六
六
七
）
に
程
以
通
の
補
輯
を
経
た
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
注
孟
泄
・
戴
延
明
ら
の
撰
に
よ
る
嘉
靖
刻
本
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

史
料
の
成
立
年
代
か
ら
い
え
ば
、
徽
州
か
ら
き
た
仇
氏
と
い
え
ば
、
そ
の
ル
ー
ツ
は
帆
影
王
充
に
あ
る
と
の
認
識
は
、
ふ
る
く
は
元
代
か
ら
、

お
そ
く
と
も
明
の
愛
機
年
間
に
は
確
立
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
そ
の
証
左
と
な
る
の
が
『
家
乗
㎏
に
収
め
ら
れ
る
仇
鋏
の
徽
明
知
府
・
獄
県

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

知
県
あ
て
書
簡
な
ら
び
に
怨
讐
知
府
営
芹
か
ら
の
返
書
「
徽
州
府
尊
復
成
寧
雑
書
」
で
あ
る
。
仇
銭
か
ら
の
書
簡
に
は
「
自
身
は
北
方
の
武
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

で
は
あ
る
が
、
徽
州
獄
県
が
「
先
宗
本
源
」
の
地
で
あ
る
」
と
の
言
辞
が
み
え
る
。
通
譜
に
よ
っ
て
江
都
籍
と
自
称
し
た
仇
銭
の
こ
う
し
た
奮

は
、
江
都
仇
氏
の
ル
ー
ツ
は
徽
州
獄
県
王
妃
の
仇
氏
で
あ
る
と
い
う
図
式
を
逆
手
に
と
っ
た
も
の
と
い
え
よ
う
が
、
そ
れ
が
可
能
だ
っ
た
の
は
、

そ
う
し
た
図
式
が
ひ
ろ
く
浸
透
し
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
る
ま
い
。
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、
知
府
の
張
芹
が
返
書
を
お
く
っ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
張
芹
は
正
徳
十
一
年
（
一
五
＝
ハ
）
か
ら
十
四
年
（
一
五
一
九
）
ま
で
、
正
徳
十
六
年
（
～
五
二
一
）
か
ら
嘉
靖
元
年
（
一
五
二
二
）
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

の
二
度
、
徽
州
知
府
に
在
任
し
て
お
り
、
当
該
書
簡
は
正
徳
十
三
年
（
［
五
一
八
）
三
月
三
日
付
と
な
っ
て
い
る
。
武
人
の
最
高
位
た
る
侯
爵

に
ま
で
の
ぼ
り
つ
め
た
人
物
へ
の
返
書
で
あ
る
と
い
う
点
は
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
の
、
仇
銭
と
徽
州
甲
府
と
の
あ
い
だ
で
こ
う
し
た
書
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簡
往
復
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
仇
銭
を
徽
州
か
ら
揚
州
江
都
に
移
住
し
た
仇
氏
の
後
代
だ
と
み
な
す
認
識
が
当
地
の
地
方
官
に
も
共

有
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
。
『
万
暦
志
』
に
仇
鷲
・
仇
鐡
に
関
す
る
記
事
が
の
こ
さ
れ
た
背
景
に
は
、
お
そ
ら
く
は
以
上
の
よ
う
な
状
況

が
存
在
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

成寧侯日曜の周辺（城地）

①
『
明
史
隔
巻
着
七
十
五
、
仇
銭
傳

　
　
　
仇
銭
、
字
廷
威
、
鎭
原
人
。
初
霜
傭
卒
、
無
事
寧
夏
総
兵
府
、
大
見
信
愛
。

　
　
　
會
都
指
揮
倉
事
仇
理
卒
、
無
憂
、
遂
令
銀
襲
其
世
職
、
爲
寧
．
夏
前
衛
揖
揮
同

　
　
　
知
。
理
、
江
都
入
、
故
年
自
柵
江
都
仇
氏
。

②
『
名
山
藏
臨
巻
七
十
六
、
臣
林
記
二
十
一
、
層
嘉
靖
臣
五
、
趙
時
春
。

③
干
志
嘉
魍
明
代
軍
戸
世
襲
制
度
㎞
（
台
湾
学
生
書
局
、
一
九
八
七
年
）
一
四
五

　
－
一
四
六
頁
。

④
趙
時
春
「
逆
高
密
宋
」

　
　
　
銭
銚
子
位
、
以
茂
之
疾
也
、
命
鶯
嗣
侯
。
…
…
〔
仇
鶯
〕
熱
熱
公
卿
間
、
居

　
　
　
崇
拝
門
内
蘇
州
巷
、
倫
如
京
官
第
。
丙
戌
、
時
春
登
第
、
県
史
館
讃
書
、
歴

　
　
　
刑
部
・
兵
部
主
事
。
豊
郷
索
道
、
多
線
鶯
聯
席
。
又
二
二
居
謁
昌
。
昌
必
款

　
　
　
治
、
遂
談
及
鎭
原
平
泉
事
。
平
泉
里
愚
弟
涼
。
茂
以
語
。
鶯
以
爵
承
総
旗
、

　
　
　
揚
州
籍
也
。
悪
余
漫
平
泉
語
、
鷹
師
不
悟
。

　
　
仇
銭
の
息
子
が
病
身
の
た
め
孫
の
仇
驚
が
襲
爵
し
た
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
諸

　
史
料
と
も
一
致
し
て
い
る
が
、
仇
銀
の
息
子
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
る
。
右
の
記

　
事
で
は
、
本
来
の
襲
爵
者
す
な
わ
ち
仇
銑
の
嫡
長
子
が
仇
茂
で
仇
鶯
は
そ
の
息
子
、

　
茂
の
兄
弟
か
と
思
わ
れ
る
仇
昌
と
い
う
関
係
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
欄
明
史
㎏
仇
銭

　
云
こ
ま
、

　
で
｝
　
｝

　
　
　
子
畠
以
病
毒
、
孫
鶯
嗣
侯
。

　
と
あ
る
ほ
か
、
楊
廷
和
の
手
に
な
る
白
癬
「
仇
銭
墓
誌
銘
」
に
は
、

　
　
　
子
、
男
一
人
、
恩
。
孫
、
男
三
人
、
鶯
・
鳳
・
鵬
。
恩
以
南
慶
、
鷲
世
公
爵
。

　
と
あ
り
、
客
亭
と
い
う
名
前
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
後
歯
『
明
功
臣
襲
封

　
底
韓
幅
の
記
述
も
墓
誌
銘
と
同
様
で
あ
る
。

⑤
鈴
木
正
「
明
代
家
丁
考
」
（
㎎
史
観
隔
三
七
、
一
九
五
二
年
）
三
六
・
三
八
頁
。

⑥
前
掲
鈴
木
町
「
明
代
家
丁
考
」
三
六
頁
。

⑦
噸
実
録
㎞
正
徳
十
五
年
五
月
強
奪
（
二
十
七
日
）
条

　
　
　
成
寧
侯
仇
鉄
卒
。
銭
、
江
都
人
。
世
職
爲
寧
夏
前
衛
指
揮
同
知
、
以
功
陞
指

　
　
　
揮
使
。

　
　
仇
鉄
死
去
に
つ
い
て
噸
実
録
㎞
で
は
正
徳
十
五
年
五
月
甲
寅
（
二
十
七
冒
）
条

　
と
正
徳
十
六
年
五
月
庚
申
（
九
日
）
条
の
双
方
に
記
事
が
あ
り
、
校
勘
を
お
こ
な

　
つ
た
黄
緑
健
氏
も
こ
の
点
に
関
し
て
は
言
及
し
て
い
な
い
。
年
歯
の
原
籍
を
記
す

　
の
は
前
者
の
み
で
あ
る
が
、
後
掲
『
明
功
臣
冊
封
底
簿
㎞
に
は
、
正
徳
十
六
年

　
（
一
五
一
＝
）
五
月
九
日
に
病
嘉
し
た
と
あ
る
ほ
か
、
『
明
史
』
悪
銭
傳
に
も
、

　
　
　
世
凝
立
、
再
起
督
三
千
螢
、
書
振
三
舞
。
未
上
卒
、
年
五
十
七
。

　
と
あ
っ
て
、
仇
銭
の
死
は
世
宗
即
位
後
、
す
な
わ
ち
正
徳
十
六
年
（
一
五
二
｝
）

　
四
月
以
降
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

⑧
　
楊
廷
和
「
仇
銭
墓
誌
銘
」

　
　
　
公
誹
鐡
、
姓
仇
氏
、
字
廷
威
、
揚
州
江
都
入
眼
。
高
組
成
、
洪
武
初
、
從
征

　
　
　
有
功
、
授
揚
州
衛
百
戸
。
與
倭
賊
軍
、
没
遼
海
中
。
官
其
子
智
、
蟹
武
衛
指

　
　
　
揮
倉
窺
、
尋
調
寧
夏
前
衛
、
與
虜
職
没
。
公
曾
紐
也
。
組
廉
、
都
指
揮
倉
事
、

　
　
　
寧
夏
認
総
兵
。
後
亦
以
職
死
。
考
心
理
、
都
指
揮
余
事
、
智
歯
寧
夏
東
路
。

　
　
　
…
…
弘
治
辛
酉
、
公
朋
世
職
。

　
　
引
文
中
の
「
従
征
」
と
は
、
至
正
十
五
年
（
＝
二
五
五
）
三
月
の
郭
子
興
の
死

　
か
ら
明
朝
成
立
ま
で
の
あ
い
だ
に
、
み
ず
か
ら
朱
元
璋
の
も
と
に
投
じ
て
各
地
を
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転
戦
し
た
軍
士
の
こ
と
で
あ
り
、
明
代
軍
戸
の
電
源
の
ひ
と
つ
と
な
っ
た
。
前
掲

　
黒
鍵
嘉
噸
明
代
軍
戸
世
襲
制
度
』
二
－
三
頁
、
参
照
。
な
お
、
明
朝
開
国
の
功
臣

　
の
ひ
と
り
に
安
慶
生
路
成
が
い
る
。
彼
は
大
都
督
府
都
督
難
事
に
す
す
み
、
洪
武

　
二
十
一
年
（
＝
二
八
八
）
の
死
後
、
院
国
公
に
鉱
油
さ
れ
た
が
、
揚
州
衛
百
戸
を

　
さ
ず
け
ら
れ
、
倭
冠
と
の
戦
い
で
戦
死
し
た
と
い
う
事
実
は
確
認
で
き
な
い
。
松

　
浦
章
・
干
志
嘉
・
甘
利
弘
樹
の
各
氏
が
、
そ
れ
ぞ
れ
現
存
す
る
衛
選
簿
の
リ
ス
ト

　
を
示
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
に
よ
る
か
ぎ
り
、
揚
州
衛
の
衛
選
韓
も
現
存
し
な
い

　
よ
う
で
あ
る
。
松
浦
章
「
中
国
第
～
歴
史
棺
粗
暴
所
蔵
『
錦
衣
予
選
欝
　
南
京
親

　
軍
衛
㎞
に
つ
い
て
」
（
『
満
族
史
研
究
通
僑
』
七
、
一
九
九
五
年
）
二
七
一
三
～
頁
、

　
干
志
嘉
「
明
棺
的
利
用
与
瞬
代
衛
所
制
度
研
究
」
（
魍
大
陸
雑
誌
㎞
九
九
－
五
、
一

　
九
九
九
年
V
一
九
－
二
〇
頁
、
甘
利
弘
樹
門
明
朝
棺
案
を
利
用
し
た
研
究
の
動
向

　
に
つ
い
て
一
『
中
国
明
朝
棺
案
二
黒
』
刊
行
に
よ
せ
て
一
」
（
『
満
族
史
研

　
究
徳
一
、
二
〇
〇
二
年
）
七
七
－
七
九
頁
、
参
照
。

⑨
寧
夏
巣
離
の
安
艦
齢
箕
錨
の
乱
に
つ
い
て
は
、
前
掲
松
本
隆
晴
『
明
代
北
辺
防

　
衛
体
制
の
研
究
』
　
　
六
六
一
　
七
六
頁
、
参
照
。

⑩
剛
明
功
臣
襲
封
底
簿
瞭

　
　
　
仇
銭
、
…
…
薄
湿
副
組
兵
鎭
守
寧
夏
地
方
、
鎗
獲
反
賊
磁
化
開
聞
錨
有
功
。

　
　
　
正
徳
昭
南
新
月
縦
線
玖
日
、
該
兵
部
論
功
。
：
…
・
本
年
玖
月
拾
難
日
奉
欽
依
、

　
　
　
仇
鐡
封
成
寧
伯
。
…
…
正
徳
渠
年
、
進
封
侯
爵
。
…
…
正
徳
拾
陸
年
伍
月
初

　
　
　
正
日
宗
派
。
伊
妻
張
智
慮
稻
、
伊
夫
病
故
、
嫡
長
男
仇
恩
已
成
苗
疾
、
乞
要

　
　
　
將
嫡
孫
仇
鶯
襲
爵
。
本
年
拾
戴
月
載
捨
捌
日
、
本
部
題
、
奉
聖
旨
、
是
。
仇

　
　
　
鶯
准
襲
伊
租
侯
醇
。

⑪
川
越
泰
博
『
明
代
中
国
の
軍
制
と
政
治
』
（
国
書
刊
行
会
、
二
〇
〇
一
年
）
～

　
三
頁
。

⑫
前
掲
最
悪
嘉
欄
明
代
軍
戸
世
襲
制
度
㎞
～
七
三
頁
。

⑬
欄
寧
夏
前
衛
選
簿
嚇

　
　
　
年
遠
事
故
。
指
揮
開
知
膨
雀
。
永
樂
十
四
年
七
月
、
仇
廉
漁
網
夏
前
衛
世
襲

　
　
　
指
揮
余
事
変
装
嫡
長
男
。
父
永
樂
十
年
置
在
塔
灘
山
、
踏
看
路
道
、
不
知
下

　
　
　
舳
洛
、
欽
准
襲
職
。
　
要
脚
艶
ハ
年
四
月
、
仇
理
係
陳
｝
野
景
司
都
指
揮
命
川
中
Ψ
仇
廉
田
刀
、

　
　
　
襲
伊
父
罷
職
指
揮
倉
事
、
註
寧
夏
前
衛
。
成
化
二
年
五
月
、
愛
妻
前
衛
指
揮

　
　
　
思
事
、
陞
指
揮
同
知
仇
理
。

　
　
仇
廉
か
ら
仇
理
へ
の
襲
職
に
つ
い
て
は
、
『
実
録
㎞
天
順
六
年
四
月
庚
寅
（
二

　
十
五
日
）
条
に
も
記
事
が
あ
る
。

⑭
　
慧
智
干
志
嘉
『
明
代
軍
戸
世
襲
制
度
嚇
一
七
一
頁
。

⑮
前
掲
予
志
嘉
『
明
代
軍
戸
世
襲
制
度
暁
＝
ハ
七
頁
。

⑯
咽
実
録
』
正
徳
二
年
二
月
甲
午
（
二
十
日
）
条
・
正
徳
五
年
四
月
丙
午
（
工
十

　
一
日
）
条
・
正
徳
五
年
九
月
乙
卯
（
二
日
）
条
な
ど
。

⑰
前
掲
『
中
国
家
譜
総
総
第
一
冊
、
三
一
五
頁
。

⑱
『
維
揚
甘
業
仇
氏
重
仁
慈
譜
帳
巻
二
、
年
表
。

⑲
仇
邦
玖
「
仇
氏
修
譜
原
序
」
（
乾
隆
四
十
六
年
春
月
下
涜
六
二
付
）

　
　
　
予
願
、
無
如
採
譜
静
逸
、
荒
子
考
謹
、
厭
後
葉
諸
故
老
、
幸
得
聞
由
。
我
始

　
　
　
租
國
明
公
、
雌
籍
徽
州
。
自
認
迄
明
、
因
倭
警
、
兄
弟
五
人
避
吼
、
循
維
揚

　
　
　
至
江
都
、
分
縣
甘
泉
・
郡
伯
鎭
。
兵
荒
地
驚
、
兄
弟
四
人
失
散
、
止
我
始
組

　
　
　
國
指
導
、
影
絵
捕
縛
約
十
里
下
坂
東
郷
白
鶴
塊
棲
家
庄
、
晋
定
宅
焉
。

⑳
　
い
ず
れ
も
『
徽
州
名
族
志
』
（
全
国
図
書
文
献
縮
微
複
製
中
心
、
二
〇
〇
三
年
）

　
所
収
。

⑳
　
臼
井
佐
知
子
『
徽
州
商
人
の
研
究
魅
（
葉
箒
書
院
、
二
〇
〇
五
年
）
三
一
九
－

　
三
二
一
頁
。

　
　
　
　
　
マ
マ

⑫
　
　
門
成
寧
候
寄
徽
州
府
尊
書
篇
（
『
家
乗
㎏
所
収
）

　
　
　
生
難
北
方
武
夫
、
而
此
面
先
撮
本
源
之
護
。

　
　
　
　
　
マ
マ

　
　
「
成
寧
候
寄
徽
州
獄
縣
藤
書
」
（
『
家
乗
』
所
収
）

　
　
　
生
錐
守
官
北
方
、
而
此
邑
實
先
宗
本
源
之
地
。
諸
邦
有
識
宰
、
誕
不
倫
漱
躍

　
　
　
乎
。

⑬
　
嘉
靖
噸
徽
州
府
志
鋤
素
論
、
郡
縣
職
官
志
、
國
朝
、
知
府
。
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二
．
仇
夢
台
「
與
黄
鏡
予
先
生
辮
志
書
」
と
『
天
啓
志
』
の
編
纂

　
仇
鷲
を
立
伝
す
る
『
万
暦
志
』
は
万
暦
三
十
七
年
（
一
六
〇
九
）
に
な
っ
た
獄
県
初
の
県
下
で
あ
る
。
と
き
の
知
県
は
張
濤
、
主
纂
者
は
謝

　
　
　
①

陛
で
あ
る
。
『
万
暦
志
』
編
纂
の
大
部
分
を
と
り
し
き
っ
た
と
さ
れ
る
の
は
謝
陛
で
あ
り
、
字
は
少
連
、
獄
県
開
題
里
の
人
で
、
わ
か
い
こ
ろ

は
科
挙
に
む
け
て
勉
強
す
る
も
、
長
ず
る
に
お
よ
ん
で
こ
れ
を
放
棄
し
、
ひ
ろ
く
諸
書
に
精
通
し
た
と
い
う
。
と
く
に
史
学
に
す
ぐ
れ
、
そ
の

才
は
文
壇
の
大
御
所
た
る
王
業
貞
・
注
道
話
・
李
維
禎
に
も
評
価
さ
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
示
す
著
作
の
ひ
と
つ
が
『
季
漢
書
』

で
あ
り
、
魏
を
正
統
と
す
る
陳
寿
の
『
三
国
志
』
が
『
春
秋
隔
の
大
義
を
う
し
な
っ
て
い
る
と
し
て
、
蜀
を
も
っ
て
漢
と
し
、
魏
・
呉
を
世
家

と
す
る
立
場
か
ら
書
か
れ
て
い
る
。
彼
が
『
万
暦
齢
』
編
纂
に
参
画
し
た
の
も
、
県
志
編
纂
に
つ
い
て
諮
っ
た
郷
湿
た
ち
か
ら
こ
の
『
季
漢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

書
』
の
評
判
を
き
い
た
知
県
張
濤
の
招
請
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
『
万
意
志
』
の
仇
鷲
伝
は
載
記
巻
一
に
「
國
懇
」
と
し
て
立
て
ら
れ
て
い
る
。
『
書
経
』
斎
場
に
「
元
悪
大
懲
、
矧
惟
不
孝
不
友
」
と
み
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
　
お
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

る
が
、
こ
の
前
四
字
に
つ
い
て
、
孔
穎
達
の
疏
に
「
骨
肉
に
非
ざ
る
の
人
、
大
悪
を
爲
さ
ば
、
猶
尚
人
の
大
い
に
之
を
悪
む
所
と
干
る
が
ご
と

し
」
と
あ
り
、
「
懲
」
字
は
「
悪
」
字
と
同
義
に
解
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
「
國
懲
」
の
語
も
、
国
家
に
害
を
な
し
た
悪
者
と
の
意
に
解

し
て
よ
か
ろ
う
。
仇
鷲
と
と
も
に
『
万
暦
志
』
同
工
に
直
伝
さ
れ
て
い
る
の
が
「
唐
冠
」
と
し
て
黄
落
、
「
宋
冠
」
に
方
腰
、
そ
し
て
「
島
上
」

に
倭
鬼
の
首
領
と
し
て
知
ら
れ
る
王
直
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
仇
鷲
伝
の
書
き
だ
し
か
ら
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
み
や
か

　
仇
鷲
、
蜂
目
下
聲
、
蝟
髭
鴉
吻
な
り
。
初
め
て
草
よ
り
起
つ
時
、
組
鐡
、
方
に
論
客
す
。
聲
、
外
庭
を
振
わ
せ
ば
、
　
亟
か
に
往
き
て
之
を
視
、
乃
ち
詫
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
う

　
て
曰
く
、
黙
れ
児
の
吾
が
封
を
拓
か
ざ
れ
ば
、
則
ち
著
が
族
を
赤
ぼ
す
な
り
。
疑
う
ら
く
は
暴
ぐ
る
こ
と
勿
か
れ
と
欲
す
か
、
と
。
子
の
鯉
に
し
て
貴
壽
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ぎ
な

　
骨
に
非
ざ
る
に
因
れ
ば
な
り
。
且
れ
諸
賓
の
酒
を
騒
げ
て
賀
せ
ば
、
遂
に
強
い
て
之
を
暴
げ
、
因
り
て
鶯
と
名
づ
け
、
群
獅
と
悪
し
て
、
乃
ち
曰
く
、
願

　
わ
く
は
汝
、
鮮
鷲
と
爲
り
、
朶
獲
と
爲
る
こ
と
勿
か
れ
、
と
。

と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
、
仇
鷺
に
対
す
る
書
き
手
の
評
価
は
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
「
五
目
」
・
「
射
聲
」
は
い
ず
れ
も
凶
暴
か
つ
残
忍
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な
者
の
容
貌
・
声
色
を
い
う
語
。
「
蝟
髭
」
す
な
わ
ち
ハ
リ
ネ
ズ
ミ
の
よ
う
な
ひ
げ
と
い
う
の
も
威
厳
な
い
し
憤
怒
の
さ
ま
を
あ
ら
わ
す
。

「
鴎
」
は
フ
ク
ロ
ウ
の
こ
と
で
、
ず
る
が
し
こ
く
凶
悪
な
る
こ
と
を
い
う
「
鴉
目
虎
吻
」
な
る
語
が
あ
る
。
仇
鶯
の
ひ
と
と
な
り
を
表
現
す
る

の
に
凶
悪
・
好
士
を
意
味
す
る
あ
り
た
け
の
語
を
な
ら
べ
た
か
の
観
が
あ
る
が
、
そ
の
上
さ
ら
に
仇
鷲
の
出
生
時
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
挿
入
す
る

こ
と
で
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
よ
り
強
調
し
て
い
る
。
あ
た
り
を
ふ
る
わ
す
泣
き
声
に
、
宴
会
を
中
座
し
て
か
け
つ
け
た
祖
父
馬
銭
を
し
て
「
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

が
子
は
お
お
い
に
家
を
お
こ
す
の
で
な
け
れ
ば
、
わ
が
一
族
を
ほ
ろ
ぼ
す
だ
ろ
う
」
と
い
う
句
を
想
起
さ
せ
、
抱
き
あ
げ
る
の
を
た
め
ら
わ
せ

る
ほ
ど
ひ
よ
わ
で
不
吉
な
骨
相
で
あ
っ
た
。
驚
と
い
う
緯
・
祥
卿
と
い
う
字
に
も
、
伝
説
上
の
爆
心
で
あ
る
「
相
接
」
の
よ
う
に
な
れ
、
父
母

を
食
い
殺
し
て
し
ま
う
と
い
う
「
夢
境
」
の
よ
う
に
は
な
っ
て
く
れ
る
な
と
い
う
仇
鐡
の
ね
が
い
が
こ
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。
以
上
か
ら
あ

き
ら
か
な
よ
う
に
、
『
万
暦
志
』
の
仇
鷲
爪
も
、
ほ
か
の
お
お
く
の
史
料
と
同
様
、
武
人
と
し
て
の
し
あ
が
り
、
最
期
は
叛
逆
者
と
し
て
諒
鐡

さ
れ
た
と
い
う
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
を
全
面
的
に
踏
襲
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
本
稿
冒
頭
で
紹
介
し
た
「
牛
黄
鏡
予
先
生
辮
志
書
」
は
、
こ
う
し
た
記
述
に
真
っ
向
か
ら
異
を
と
な
え
る
。
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
、
そ
の

書
き
手
は
仇
夢
聖
な
る
人
物
で
あ
る
。
彼
が
い
か
な
る
人
物
か
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
書
簡
を
読
み
と
く
重
要
な
鍵
と
な
る
が
、
行
論
の
都
合

上
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
次
章
に
ま
わ
す
。
本
章
で
は
、
ま
ず
当
該
書
簡
の
内
容
を
み
た
上
で
、
そ
れ
が
い
か
な
る
背
景
の
も
と
で
書
か
れ
た

の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
さ
ぐ
っ
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

　
書
簡
は
「
台
峯
」
す
な
わ
ち
受
信
者
た
る
「
黄
鏡
予
先
生
」
が
撰
し
た
と
い
う
「
尊
堂
公
言
」
な
る
文
章
の
こ
と
か
ら
は
じ
ま
る
。
仇
舞
台

に
よ
れ
ば
、
そ
こ
で
示
さ
れ
た
指
摘
・
批
判
は
「
貧
夫
の
隠
好
」
つ
ま
り
謝
陛
が
『
万
暦
志
瞼
の
記
述
に
ひ
そ
ま
せ
た
好
悪
を
直
戯
に
つ
く
も

の
で
あ
っ
た
た
め
、
お
お
い
に
獄
人
の
「
公
憤
」
を
は
ら
し
た
の
で
あ
り
、
彼
自
身
も
お
ど
り
出
さ
ん
ば
か
り
に
よ
ろ
こ
ん
だ
と
い
う
。
さ
ら

に
「
辮
誌
公
言
」
中
「
こ
こ
で
指
摘
し
つ
く
せ
な
い
問
題
も
さ
が
し
出
せ
よ
う
が
、
そ
れ
は
執
筆
者
に
ま
つ
」
と
あ
る
の
も
、
黄
の
大
公
の
あ

ら
わ
れ
だ
と
称
賛
す
る
。
そ
の
上
で
軽
量
台
は
、
黄
の
言
を
受
け
て
、
謝
陛
が
書
い
た
記
事
の
う
ち
自
家
に
か
か
わ
る
も
の
に
つ
い
て
一
二
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

あ
や
ま
り
を
指
摘
し
た
の
で
、
至
急
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
と
述
べ
て
本
題
に
入
っ
て
い
く
。
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虚
夢
台
が
指
摘
し
て
い
る
の
は
、
お
お
き
く
三
点
で
あ
る
。
ひ
と
つ
は
『
万
心
志
』
考
巻
五
、
氏
族
考
の
な
か
で
、
始
祖
の
仇
懸
が
「
遺

孤
」
す
な
わ
ち
孤
児
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
当
該
巻
で
は
獄
県
の
諸
氏
族
の
ル
ー
ツ
に
つ
い
て
、

　
　
　
あ
る
も
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
た
あ
る
も
の

　
其
れ
或
は
山
水
の
人
を
逸
話
に
認
む
る
も
て
、
寓
公
の
想
を
興
し
、
…
…
抑
或
は
遺
孤
の
返
る
莫
く
、
長
旅
の
括
る
を
忘
る
。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
仇
夢
台
は
、
逆
転
が
元
の
と
き
の
徽
筆
路
総
管
で
熾
烈
大
夫
に
す
す
ん
だ
こ
と
は
『
徽
州
府
志
』
・
『
新
安
名
族
志
』

に
も
記
さ
れ
て
お
り
、
右
の
謝
陛
の
言
に
照
ら
し
て
も
「
寓
公
」
と
す
べ
き
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
遺
孤
」
と
し
た
の
は
、
謝
陛
が
私
心

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

に
よ
り
仇
家
を
不
当
に
お
と
し
め
た
も
の
だ
と
い
う
。

　
二
点
目
は
、
や
は
り
族
人
の
建
直
が
「
詩
史
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
仇
諾
の
名
は
『
万
暦
志
』
表
面
三
、
雲
門
、
縣
佐
に
み
え

る
が
、
仇
夢
台
に
よ
れ
ば
、
仇
諾
は
枯
生
（
地
方
学
の
生
員
）
か
ら
国
子
監
に
入
り
、
専
領
県
（
現
、
漸
江
省
桐
郷
市
）
の
県
丞
に
な
っ
た
の
だ
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

ら
、
『
万
暦
志
㎏
同
巻
に
立
て
ら
れ
て
い
る
「
貨
級
」
つ
ま
り
薪
能
の
項
に
入
れ
る
べ
き
だ
と
述
べ
て
い
る
。

　
仇
飯
台
が
も
っ
と
も
言
を
費
や
し
て
い
る
の
が
三
品
目
の
仇
鷲
に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
。
い
わ
く
、
仇
鶯
は
文
武
に
す
ぐ
れ
、
君
命
に
よ
っ

て
詩
文
を
つ
く
れ
ば
つ
ね
に
帝
の
意
に
か
な
う
な
ど
、
け
っ
し
て
武
勇
一
本
槍
の
人
物
で
は
な
か
っ
た
。
用
兵
に
は
奇
策
を
こ
の
み
、
モ
ン
ゴ

ル
を
討
っ
て
こ
れ
を
こ
と
ご
と
く
職
滅
し
た
。
そ
の
た
め
世
宗
か
ら
二
穎
の
玉
印
を
賜
る
な
ど
特
別
な
春
顧
を
受
け
た
の
で
あ
る
。
仇
鶯
の
失

脚
は
彼
と
対
立
し
た
錦
衣
衛
都
督
言
柄
の
護
雷
に
よ
る
の
で
あ
っ
て
、
仇
鷲
が
謀
叛
を
く
わ
だ
て
た
と
す
る
錦
繍
の
認
告
に
対
し
、
官
僚
た
ち

は
誰
も
が
冤
罪
だ
と
知
っ
て
は
い
た
も
の
の
、
陸
燗
の
あ
ま
り
の
権
勢
の
ゆ
え
に
公
論
を
伸
ば
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
仇
騰
に
着
せ
ら
れ

た
罪
状
は
「
重
賄
に
よ
っ
て
モ
ン
ゴ
ル
と
私
通
し
、
実
際
以
上
の
功
を
得
よ
う
と
し
た
」
と
い
う
こ
と
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
モ

ン
ゴ
ル
と
対
峙
す
る
将
軍
が
秘
密
裏
に
ス
パ
イ
を
は
な
っ
て
敵
情
を
さ
ぐ
る
と
い
う
の
は
、
か
く
し
だ
て
す
る
こ
と
な
く
普
通
に
お
こ
な
わ
れ

て
お
り
、
こ
れ
を
も
っ
て
「
モ
ン
ゴ
ル
と
つ
う
じ
た
」
と
は
と
て
も
い
え
な
い
。
こ
う
し
て
得
た
功
績
が
不
当
だ
と
い
う
の
な
ら
、
な
に
も
軍

功
を
あ
げ
な
け
れ
ば
よ
い
と
で
も
い
う
の
か
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
謝
陛
は
言
柄
の
島
島
を
鵜
呑
み
に
し
て
「
モ
ン
ゴ
ル
と
つ
う
じ
た
」
と
書
い

た
。
謝
陛
が
自
任
す
る
ご
と
く
『
春
秋
』
の
義
に
精
通
し
て
い
る
と
い
う
の
な
ら
、
功
績
を
称
揚
し
て
過
誤
を
指
摘
し
、
冤
柾
を
は
ら
し
て
是
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非
を
あ
き
ら
か
に
す
べ
き
で
あ
る
。
よ
し
ん
ば
そ
れ
が
か
な
わ
な
い
の
な
ら
ば
、
名
声
・
爵
位
を
記
さ
な
け
れ
ば
よ
い
だ
け
の
こ
と
。
そ
れ
な

の
に
情
実
を
し
ら
べ
も
せ
ず
、
漫
然
と
「
國
懲
」
と
し
て
立
心
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
が
あ
ろ
う
か
、
と
仇
夢
台
は
謝
陛
の
非
を
鳴
ら
し
て
い

⑦
る
。　

つ
づ
い
て
仇
夢
台
は
、
仇
鶯
伝
の
具
体
的
な
記
述
に
つ
い
て
逐
～
反
駁
し
て
い
く
。
と
く
に
興
味
ぶ
か
い
の
は
、
さ
き
に
引
用
し
た
仇
鶯
の

容
貌
と
出
生
と
に
ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
つ
い
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ら
か
じ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
さ

　
又
云
え
ら
く
、
鷲
は
強
目
驚
喜
に
て
、
銭
は
辱
め
其
の
必
ず
敗
る
べ
き
を
知
り
、
因
り
て
鶯
を
以
て
命
名
し
、
且
に
其
の
鮮
鶯
と
爲
る
を
期
さ
ん
と
す
、

　
　
　
そ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
ず
か
　
　
　
　
　
と
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ね
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
　
　
　
　
　
　
た

　
と
。
早
れ
生
家
の
先
達
、
誰
一
卿
な
る
者
、
躬
ら
鶯
と
與
に
遊
ぶ
者
な
り
。
生
等
、
毎
に
言
い
て
鷲
の
事
を
訥
え
ば
、
第
だ
稠
す
ら
く
、
其
の
方
面
大
耳
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
こ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と
　
　
　
　
　
い
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し

　
虎
頭
燕
頷
な
る
こ
と
、
輿
に
將
種
た
る
を
失
わ
ず
、
と
。
陛
の
雷
の
若
き
は
、
何
れ
の
所
よ
り
聞
き
て
來
た
る
や
を
識
ら
ず
。

と
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
方
面
大
耳
」
は
富
貴
の
相
、
「
虎
頭
燕
頷
」
も
容
貌
に
威
厳
が
あ
っ
て
万
里
封
侯
の
相
な
る
こ
と
を
い
い
、
仇

鶯
が
威
風
あ
ふ
れ
る
立
派
な
将
軍
で
あ
っ
た
と
反
論
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
み
ず
か
ら
が
伝
え
聞
い
た
と
こ
ろ
を
具
体
的
に
示
し
て
反
論
し

て
い
る
の
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
仇
夢
台
が
話
を
聞
い
た
仇
一
卿
な
る
人
物
が
仇
驚
と
直
接
の
交
遊
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
、
と
く

に
注
意
を
う
な
が
し
て
お
き
た
い
。

　
こ
の
よ
う
に
批
判
と
反
駁
と
を
な
ら
べ
た
末
に
、
仇
縁
台
は
、
以
上
の
こ
と
は
す
べ
て
自
家
の
み
に
か
か
わ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
自
分
た
ち

は
決
し
て
私
心
か
ら
請
う
て
い
る
の
で
は
な
く
、
さ
い
わ
い
に
も
公
諭
に
よ
っ
て
す
べ
て
吐
露
す
る
機
会
を
得
た
の
で
、
唐
突
な
が
ら
も
実
情

　
　
　
　
　
　
　
⑧

を
申
し
述
べ
た
と
し
、
さ
ら
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
ぞ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
い
と
も
　
　
　
　
　
あ
ば

　
且
つ
計
る
に
、
新
令
君
寵
に
萢
む
に
、
台
璽
は
必
ず
や
邑
中
の
緒
紳
先
生
よ
り
諸
文
學
に
及
ぶ
ま
で
を
率
い
、
相
與
に
好
を
混
き
、
重
修
繕
録
す
べ
し
、
と
。

　
　
こ

　
爾
の
時
、
乞
う
ら
く
は
生
等
を
呈
末
に
附
し
、
一
た
び
明
庭
の
上
に
號
面
す
る
を
得
し
め
ば
、
幸
甚
な
り
。

と
書
簡
を
む
す
ん
で
い
る
。
「
黄
鏡
予
先
生
」
な
る
人
物
を
獄
県
の
乱
調
・
生
累
層
を
リ
ー
ド
し
、
県
志
の
重
量
に
も
影
響
を
お
よ
ぼ
し
う
る

存
在
と
み
な
す
仇
夢
台
の
認
識
が
読
み
と
れ
る
と
と
も
に
、
こ
の
書
簡
が
書
か
れ
た
こ
ろ
と
ほ
ぼ
時
を
お
な
じ
く
し
て
、
あ
ら
た
な
知
県
が
赴
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任
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
以
上
か
ら
ま
ず
読
み
と
れ
る
の
は
、
自
家
の
先
祖
に
か
か
わ
る
不
当
な
記
述
を
あ
ら
た
め
よ
う
と
す
る
意
図
と
、
そ
う
し
た
記
述
を
の
こ
し

た
掛
子
へ
の
強
烈
な
非
難
と
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
れ
と
同
時
に
注
目
し
た
い
の
は
、
仇
氏
一
家
に
と
ど
ま
ら
ず
、
鍬
県
と
い
う
県
レ
ヴ
ェ
ル
で

展
開
し
て
い
た
動
き
を
う
か
が
わ
せ
る
記
述
で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
辮
誌
公
言
」
で
謝
陛
の
好
を
あ
き
ら
か
に
し
た
こ
と
が
聖
人
の
「
公
憤
」

を
は
ら
し
た
と
い
う
の
だ
か
ら
、
文
字
ど
お
り
に
解
せ
ば
、
仇
夢
台
が
述
べ
て
い
た
よ
う
な
謝
陛
へ
の
不
満
は
営
営
一
県
の
範
囲
で
共
有
さ
れ

て
い
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
書
簡
の
受
信
者
た
る
「
慈
母
予
先
生
」
に
対
し
て
仇
夢
台
は
、
獄
県
の
郷
紳
・
生
七
子
を
ひ
き
い
て
謝
陛
の
好

を
あ
か
る
み
に
出
し
、
「
重
富
実
録
」
せ
ん
こ
と
を
期
待
し
て
い
た
。
文
脈
か
ら
し
て
謝
陛
が
書
い
た
も
の
を
再
度
編
纂
す
る
と
い
う
の
だ
か

ら
、
あ
き
ら
か
に
こ
れ
は
智
将
の
重
修
を
さ
す
で
あ
ろ
う
。
仇
夢
台
が
新
知
県
の
赴
任
に
ふ
れ
て
い
た
こ
と
も
、
そ
の
こ
と
を
裏
書
き
す
る
。

し
て
み
る
と
、
こ
の
「
自
書
鏡
予
先
生
懇
志
書
」
な
る
書
簡
は
、
『
万
暦
日
』
に
つ
ぐ
獄
県
志
す
な
わ
ち
『
天
啓
志
』
編
纂
に
む
け
た
動
き
の

な
か
で
書
か
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
『
天
啓
志
』
は
全
三
十
六
巻
、
安
徽
省
図
書
館
に
残
本
が
伝
わ
る
。
と
き
の
知
県
戴
東
曼
が
撰
し
た
序
文
に
、
天
啓
三
年
（
一
六
二
三
）
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

月
に
編
纂
が
は
じ
ま
り
、
翌
年
九
月
に
完
成
を
み
た
と
い
う
か
ら
、
万
暦
三
十
七
年
（
一
六
〇
九
）
年
の
『
万
無
声
』
完
成
か
ら
わ
ず
か
十
四

年
で
つ
ぎ
の
県
志
編
纂
が
は
じ
ま
っ
た
こ
と
に
な
る
。
『
万
暦
志
』
刊
行
か
ら
『
天
啓
二
幅
編
纂
に
至
る
事
情
に
つ
い
て
は
、
唐
心
「
款
志
序
」

に
く
わ
し
い
。
唐
墨
も
ま
た
獄
人
で
、
万
暦
三
十
八
年
（
一
六
一
〇
）
進
士
。
湖
広
武
昌
府
（
現
、
湖
北
省
武
漢
市
）
・
河
南
開
封
府
（
現
、
河
南

省
開
封
市
）
の
器
官
を
経
て
吏
部
面
勲
司
郎
中
と
な
っ
た
が
、
魏
忠
賢
に
た
て
つ
い
た
た
め
に
宮
身
分
を
剥
奪
さ
れ
、
天
啓
年
間
（
一
六
二
一
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

一
六
二
七
）
の
う
ち
は
野
に
あ
っ
た
。
の
ち
に
崇
禎
帝
の
即
位
に
と
も
な
い
官
界
に
復
帰
、
湖
広
巡
業
に
ま
で
す
す
ん
で
い
る
。

　
唐
暉
は
ま
ず
『
万
暦
志
津
に
ま
つ
わ
る
状
況
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。
知
置
型
濤
は
鋭
然
と
県
志
編
纂
を
決
意
す
る
も
、
編
纂
開
始

か
ら
い
く
ば
く
も
な
く
し
て
中
央
に
召
喚
さ
れ
、
わ
ず
か
三
か
月
で
完
成
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
状
況
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
し
か
る
べ
き
能

文
の
士
の
力
を
借
り
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
が
、
謝
陛
は
丁
霊
の
意
に
そ
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
本
来
、
記
録
さ
れ
る
べ
き
徳
行
・
品
格
の
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人
士
に
つ
い
て
は
お
お
く
を
記
載
せ
ず
、
逆
に
志
怪
・
雑
録
の
類
ば
か
り
を
書
き
の
こ
し
た
た
め
、
で
き
あ
が
っ
た
『
万
暦
志
晦
は
「
声
柄
に

資
す
」
す
な
わ
ち
、
ひ
と
び
と
の
お
笑
い
草
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
こ
う
し
た
事
態
に
激
人
が
お
ど
ろ
き
う
ろ
た
え
る
な
か
、
「
民
部

　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

鏡
予
先
生
」
が
「
辮
誌
公
言
」
を
著
し
て
道
理
・
法
度
を
あ
き
ら
か
に
し
、
人
物
の
評
価
も
正
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
「
獄
に
は
志
有
る
も
志
無

し
」
つ
ま
り
実
質
的
に
『
万
暦
志
』
は
な
い
も
同
然
の
も
の
と
目
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
知
県
張
濤
も
離
任
に
あ
た
っ
て
、
最
初
の
県

志
が
不
十
分
な
も
の
と
な
っ
た
が
ゆ
え
に
挽
判
が
よ
せ
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
恐
縮
し
て
尖
意
を
感
ず
る
一
方
で
、
後
人
に
期
す
と
こ
ろ
も

　
　
　
　
　
⑫

あ
っ
た
と
い
う
。

　
唐
暉
は
つ
づ
け
て
『
天
啓
志
隠
重
修
に
至
る
経
緯
を
述
べ
る
。
張
濤
の
離
任
か
ら
数
年
の
の
ち
戴
笹
掻
が
知
県
と
し
て
赴
任
し
、
関
係
資
料

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

の
収
集
に
着
手
し
た
。
戴
は
『
春
秋
幅
を
も
っ
て
科
挙
に
合
格
し
た
人
物
で
あ
り
、
そ
の
知
は
難
解
な
意
味
を
も
理
解
し
、
文
を
書
け
ば
は
っ

き
り
と
書
く
の
が
む
ず
か
し
い
事
情
を
も
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
ゆ
え
獄
県
の
生
国
・
紳
士
た
ち
は
彼
に
県
志
重
修
を
と
り
し
き
る

よ
う
依
頼
し
た
の
で
あ
る
。
や
は
り
獄
人
で
、
当
時
、
服
喪
の
た
め
に
職
を
は
な
れ
て
い
た
畢
懇
康
（
号
、
東
郊
）
が
補
佐
す
る
形
で
編
纂
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

業
が
は
じ
ま
る
も
、
天
啓
四
年
（
一
六
二
四
）
二
月
、
痴
愚
康
が
鄙
陽
巡
撫
に
起
用
さ
れ
た
た
め
、
懲
康
の
亡
兄
で
あ
る
序
言
良
（
号
、
見
素
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

の
ほ
か
、
江
乗
謙
（
号
、
謄
城
）
・
注
応
元
（
号
、
洲
発
）
お
よ
び
唐
暉
が
作
業
を
継
続
し
た
。

　
唐
暉
の
序
文
は
『
万
暦
志
』
編
纂
の
内
実
や
舌
人
の
受
け
と
め
方
、
そ
し
て
『
天
啓
志
輪
重
修
の
経
緯
な
ど
、
い
く
つ
か
の
興
味
ぶ
か
い
事

実
を
伝
え
て
く
れ
る
。
そ
も
そ
も
『
万
暦
志
』
は
知
県
張
濤
の
突
然
の
離
任
に
よ
っ
て
倉
卒
の
う
ち
に
完
成
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
状
況

の
も
と
で
編
纂
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
事
情
も
あ
っ
て
在
野
の
士
で
あ
る
謝
陛
が
中
心
的
な
急
劇
を
に
な
う
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
う
し

て
で
き
た
『
万
暦
志
』
に
対
す
る
「
咲
柄
に
資
す
」
あ
る
い
は
「
獄
に
は
志
有
る
も
志
無
し
」
と
い
っ
た
い
い
方
は
、
二
人
の
不
満
が
い
か
に

つ
よ
い
も
の
で
あ
っ
た
か
を
如
実
に
伝
え
て
い
る
。
こ
う
し
た
な
か
で
『
天
啓
志
臨
が
編
纂
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
過
程
で
重

要
な
意
味
を
も
っ
た
の
が
、
仇
夢
台
も
言
及
し
て
い
た
「
民
部
鏡
予
先
生
」
の
「
辮
（
辮
）
誌
公
雷
」
で
あ
っ
た
。
万
暦
か
ら
天
啓
に
か
け
て

の
獄
県
籍
の
進
士
で
、
戸
部
に
在
職
し
た
黄
姓
の
人
物
を
さ
が
す
と
、
万
暦
十
七
年
（
一
五
八
九
）
進
士
に
黄
化
初
な
る
者
が
お
り
、
号
が
鏡
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⑯

宇
、
南
京
戸
部
郎
中
に
ま
で
す
す
ん
で
い
る
の
が
確
認
で
き
る
。
許
承
諾
『
激
事
閑
珊
麗
巻
一
、
激
縣
志
に
は
歴
代
の
鍬
県
志
編
纂
に
か
か
わ

っ
た
者
の
氏
名
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
黄
全
初
の
名
は
み
い
だ
せ
な
い
。
し
か
し
、
万
暦
・
天
啓
の
両
県
志
編
纂
に
か
か
わ
っ
た
者

と
し
て
黄
願
素
な
る
人
物
が
記
さ
れ
て
い
る
。
黄
平
素
は
万
暦
四
十
七
年
（
一
六
一
九
）
の
進
士
で
全
初
の
子
、
仇
野
台
お
よ
び
知
下
僕
東
曼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

と
は
同
年
の
進
士
で
あ
っ
た
。
万
暦
十
七
年
（
一
五
八
九
）
と
い
う
黄
全
初
の
進
士
及
第
年
か
ら
す
れ
ば
、
仇
夢
台
が
述
べ
て
い
た
よ
う
に
、

『
天
啓
志
』
編
纂
開
始
直
前
の
晴
点
で
獄
県
の
生
員
・
海
錨
を
リ
ー
ド
し
て
新
知
県
の
戴
東
隻
に
県
志
重
修
を
は
た
ら
き
か
け
う
る
立
場
、
か

つ
仇
夢
台
・
唐
暉
か
ら
「
先
生
」
と
敬
称
さ
れ
る
立
場
に
あ
っ
た
と
い
う
の
は
、
十
分
に
な
り
た
つ
話
で
あ
ろ
う
。
「
辮
（
辮
）
誌
公
言
」
の

登
場
に
よ
っ
て
『
万
暦
志
』
が
な
い
も
同
然
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
唐
暉
の
こ
と
ば
も
、
急
便
初
の
需
が
落
車
を
こ
え
る
権
威
あ

る
も
の
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
た
こ
と
の
裏
づ
け
と
な
る
。
「
宇
」
と
「
予
」
が
同
音
で
あ
る
こ
と
も
考
え
れ
ば
、
「
辮
誌
公
言
」
の
作
者
、
そ

し
て
仇
平
台
の
書
簡
の
受
信
者
た
る
「
黄
鏡
予
先
生
」
は
黄
書
初
と
み
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
「
辮
誌
公
言
」
の
内
容
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
、

そ
れ
が
『
万
暦
志
』
か
ら
『
天
啓
志
』
へ
と
至
る
プ
ロ
セ
ス
の
な
か
で
具
体
的
に
い
か
な
る
意
味
を
も
っ
た
の
か
、
そ
の
テ
ク
ス
ト
を
目
に
す

る
こ
と
が
か
な
わ
な
い
現
状
で
は
、
こ
れ
以
上
の
こ
と
を
つ
ま
び
ら
か
に
は
し
え
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
繭
万
暦
志
』
に
対
す
る
電
畜
の
根

づ
よ
い
不
満
が
存
在
し
、
そ
れ
に
お
さ
れ
る
形
で
『
天
啓
志
撫
が
編
纂
さ
れ
た
こ
と
、
こ
う
し
た
県
レ
ヴ
ェ
ル
で
展
開
す
る
動
き
の
な
か
で
仇

夢
台
「
輿
黄
鏡
予
先
生
辮
志
書
」
も
書
か
れ
た
こ
と
、
以
上
に
よ
っ
て
あ
き
ら
か
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
し
て
も
、
先
祖
を
あ
し
ざ
ま
に
書
か
れ
た
仇
夢
台
は
と
も
か
く
、
「
獄
に
は
志
有
る
も
志
無
し
」
と
い
う
よ
う
に
、
さ
き
の
県
下
を

全
否
定
す
る
か
の
よ
う
な
言
辞
が
、
そ
の
わ
ず
か
十
数
年
後
の
県
志
の
序
文
と
し
て
記
さ
れ
る
と
い
う
の
は
、
よ
ほ
ど
の
こ
と
と
い
う
べ
き
で

あ
ろ
う
。
地
方
志
編
纂
が
ひ
と
え
に
亡
妻
層
の
主
導
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
、
そ
こ
で
重
要
だ
っ
た
の
は
、
父
祖
が
地
方
志
に
記
載
さ

れ
る
こ
と
に
よ
り
自
身
が
立
派
な
家
門
の
出
身
で
あ
る
と
公
的
に
示
す
に
あ
っ
た
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
「
志
は
有
褒
無
謀
」
な
る
語
す
ら
存
在
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

地
方
志
に
と
り
あ
げ
る
人
物
を
め
ぐ
っ
て
は
往
々
に
し
て
猛
烈
な
運
動
が
展
開
さ
れ
た
こ
と
、
い
ず
れ
も
先
行
研
究
が
あ
き
ら
か
に
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
き

謝
陛
の
『
万
暦
志
』
を
「
箕
島
三
芳
、
多
く
控
漏
す
る
所
あ
り
」
と
す
る
一
方
、
黄
鏡
予
の
「
辮
誌
公
言
」
が
「
道
法
を
章
ら
か
に
し
、
褒
畿
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ま
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
き

を
正
す
こ
と
、
置
捨
に
日
星
よ
り
嫡
ら
か
」
だ
と
し
た
唐
臼
の
言
も
、
『
万
暦
志
』
に
記
載
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
不
満
に
思
う
お
お
く
の
郷

紳
の
存
在
を
う
か
が
わ
せ
る
し
、
そ
も
そ
も
「
國
懇
」
な
る
伝
を
立
て
る
こ
と
じ
た
い
「
有
褒
無
既
」
と
い
わ
れ
た
地
方
志
の
一
般
的
な
あ
り

方
と
は
一
線
を
画
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
た
だ
、
逆
か
ら
考
え
る
と
、
『
万
暦
窯
』
の
そ
う
し
た
点
に
こ
そ
、
科
挙
及
第
・
官
界
へ
の
道
を

放
棄
し
、
野
に
あ
っ
て
諸
学
を
お
さ
め
、
そ
の
史
学
の
才
を
か
わ
れ
て
県
志
編
纂
に
も
か
か
わ
っ
た
謝
陛
の
見
識
を
む
し
ろ
み
る
べ
き
な
の
か

も
し
れ
な
い
。
撰
者
名
を
記
さ
な
い
が
、
お
そ
ら
く
謝
陛
が
書
い
た
と
み
ら
れ
る
「
獄
志
草
創
自
序
」
に
は
、
執
筆
を
引
き
う
け
た
謝
陛
が
城

都
潮
の
跡
地
に
あ
た
る
上
院
で
「
す
こ
し
で
も
私
心
に
ひ
き
ず
ら
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
天
罰
を
く
だ
さ
れ
よ
」
と
祈
り
を
さ
さ
げ
た

の
ち
、
門
を
と
ざ
し
て
知
人
と
の
交
際
を
絶
ち
、
知
県
の
指
示
ど
お
り
天
の
道
・
春
秋
の
法
を
も
っ
て
執
筆
し
た
と
述
べ
ら
れ
、
獄
人
は
彼
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

す
が
た
を
消
し
た
こ
と
を
不
審
に
思
っ
て
詮
索
し
た
け
れ
ど
も
、
結
局
そ
の
意
図
を
は
か
り
か
ね
、
な
す
す
べ
が
な
か
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

凡
例
の
第
一
条
で
も
、
地
方
志
は
実
の
な
い
き
ま
り
き
っ
た
美
辞
麗
句
ば
か
り
だ
と
批
判
し
た
上
で
、
み
ず
か
ら
は
そ
れ
ら
を
　
切
も
ち
い
ず
、

詳
細
に
書
く
べ
き
こ
と
は
ど
れ
ほ
ど
な
が
く
な
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
が
、
省
略
す
べ
き
は
略
し
、
書
く
に
値
し
な
い
こ
と
は
書
か
な
い
と
表
明

　
　
　
　
　
⑳

し
て
い
る
の
も
、
当
時
の
一
般
的
な
あ
り
方
を
漫
然
と
踏
襲
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
独
自
の
見
識
に
も
と
づ
い
て
執
筆
し
よ
う
と
い
う

謝
陛
の
姿
勢
を
示
唆
す
る
。

　
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
そ
う
し
た
姿
勢
は
か
な
ら
ず
し
も
郷
紳
層
一
般
に
受
け
容
れ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
し
、
ま
た
そ
う
で

あ
る
が
ゆ
え
に
、
謝
陛
が
　
介
の
在
野
の
文
士
で
し
が
な
か
っ
た
こ
と
は
、
彼
ら
の
不
満
を
い
っ
そ
う
つ
よ
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
は
け
口
に

も
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
唐
暉
が
謝
陛
を
さ
す
の
に
も
ち
い
て
い
る
「
挨
藻
之
士
」
の
語
に
は
、
た
ん
に
文
章
を
よ
く
す
る
だ
け
の
人
士
と

い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
か
ぎ
と
れ
る
ほ
か
、
謝
陛
の
事
跡
を
伝
え
る
い
く
つ
か
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
、
い
わ
ば
士
大
夫
の
あ
る
べ
き
あ
り
方
か
ら
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

こ
か
は
ず
れ
た
人
物
と
し
て
彼
を
語
っ
て
い
る
こ
と
も
、
在
野
の
士
で
あ
る
が
ゆ
え
に
謝
陛
に
そ
そ
が
れ
た
ひ
や
や
か
な
視
線
を
示
唆
す
る
よ

う
に
も
思
わ
れ
る
。

　
ひ
る
が
え
っ
て
『
天
啓
志
輪
編
纂
に
関
連
し
て
名
前
が
出
て
き
た
黄
書
初
・
黄
願
素
父
子
や
畢
懲
康
・
畢
懲
良
・
江
乗
謙
・
注
書
芸
・
唐
暉
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そ
し
て
仇
夢
台
は
み
な
進
士
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
仇
夢
台
に
つ
い
て
い
え
ば
、
歴
代
獄
県
側
の
選
挙
志
に
よ
る
か
ぎ
り
、
彼
以
前
に
王
充
仇

氏
か
ら
進
士
は
出
て
い
な
い
。
『
順
治
志
』
所
収
の
仇
夢
台
の
伝
記
に
は
、
彼
が
は
じ
め
て
宗
祠
を
建
設
し
て
～
族
の
結
束
を
は
か
り
、
姻
戚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

や
朋
友
に
も
便
宜
を
は
か
る
こ
と
す
く
な
く
な
か
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
～
族
で
は
じ
め
て
進
士
と
な
り
、
公
器
と
し
て
書
志
編
纂
に
も
関
与

し
う
る
立
場
を
得
る
と
と
も
に
、
一
族
を
も
り
た
て
て
い
こ
う
と
す
る
仇
害
悪
に
と
っ
て
、
先
祖
を
不
当
に
お
と
し
め
る
記
述
を
の
こ
す
ば
か

り
か
、
国
家
の
大
悪
人
と
し
て
仇
鷲
を
記
す
「
國
慈
」
な
る
伝
記
ま
で
立
て
ら
れ
て
は
、
謝
陛
へ
の
不
満
・
い
き
ど
お
り
も
人
一
倍
で
あ
っ
た

だ
ろ
う
こ
と
、
こ
れ
ま
た
想
像
に
あ
ま
り
あ
る
も
の
が
あ
る
。

①
許
承
舞
㎎
献
事
閑
諏
㎞
巻
｝
、
獄
暴
悪
。
許
蟻
壁
（
　
入
七
四
⊥
九
四
六
）
、

　
字
は
際
唐
、
号
は
疑
庵
、
獄
西
唐
模
の
人
。
詰
軍
三
十
年
（
一
九
〇
四
）
の
進
士
。

②
『
順
治
志
』
巻
十
一
、
人
物
志
、
隠
逸
、
明

　
　
　
謝
陛
、
字
少
連
、
開
黄
里
人
。
少
攻
塁
子
業
、
長
駆
棄
去
、
博
綜
典
籍
、
尤

　
　
　
精
史
學
、
爲
王
鼻
州
・
江
太
函
・
李
大
踏
所
推
。
嘗
以
耐
量
三
國
志
失
春
秋

　
　
　
大
義
、
更
爲
季
漢
書
、
以
降
悪
漢
、
以
呉
・
魏
爲
世
家
。
…
…
萬
暦
己
酉
、

　
　
　
張
濤
令
瓢
、
蟻
壁
激
志
、
多
出
裁
焉
。

　
　
張
濤
「
草
創
獄
志
序
漏
（
『
万
暦
志
』
所
収
）

　
　
　
露
髄
乃
謀
之
薦
紳
先
生
・
博
士
弟
子
面
革
難
事
日
、
於
此
之
郷
、
誰
爲
季
漢

　
　
　
書
。
其
人
型
持
議
千
載
、
断
不
少
假
。
題
當
吾
世
而
令
之
家
塾
啄
。
薦
紳
先

　
　
　
生
鷲
具
以
少
婦
封
。
不
倭
警
得
良
史
、
明
日
關
館
延
致
之
、
遂
與
言
志
。

③
　
出
典
は
『
三
國
志
』
巻
六
十
四
、
尊
書
十
九
、
諸
葛
洛
伝
。
諸
葛
格
は
三
国
呉

　
の
人
。
の
ち
の
徽
州
に
あ
た
る
丹
揚
の
山
中
の
民
が
勇
猛
果
敢
だ
と
い
う
の
で
、

　
衆
の
反
対
を
お
し
き
っ
て
、
こ
の
地
に
官
と
な
り
、
三
年
で
甲
諸
掛
万
を
得
ん
こ

　
と
を
請
う
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
を
耳
に
し
た
格
の
父
の
瑛
は
、

　
　
　
恪
父
瑛
聞
之
、
亦
以
事
終
不
逮
、
歎
日
、
恪
不
大
興
吾
家
、
將
大
赤
吾
族
也
。

　
と
嘆
じ
た
と
い
う
。

④
仇
夢
台
「
與
黄
懲
懲
先
生
辮
誌
晋
」

　
　
　
生
回
書
訥
台
盗
所
轟
轟
誌
公
言
。
其
中
幕
刺
蓼
駁
、
直
窮
貧
夫
之
隠
好
、
大

　
　
　
鋳
邑
人
之
公
憤
、
繋
累
不
勝
踊
躍
之
至
。
又
按
、
末
簡
有
云
、
中
有
未
盤
之

　
　
　
弊
、
不
妨
捜
出
、
以
侯
乗
筆
者
。
此
猶
台
巖
大
公
之
盛
典
也
。
生
等
砥
承
明

　
　
　
教
、
謹
將
謝
陛
所
露
寒
家
事
、
摘
其
…
二
謬
冠
者
、
款
陳
台
端
、
仰
求
電
覧
。

⑤
睡
夢
台
「
與
黄
鏡
予
先
生
辮
誌
書
」

　
　
　
一
、
始
組
帯
懸
、
又
名
大
都
、
元
時
爲
徽
州
路
導
管
、
音
階
嘉
義
大
夫
、
事

　
　
　
載
郡
誌
、
子
姓
留
住
於
鉱
之
西
王
充
、
則
縦
割
所
自
始
也
。
考
新
安
名
族
誌
、

　
　
　
其
叙
仇
姓
、
固
在
前
列
。
即
擦
陛
所
叙
氏
族
之
例
、
仇
亦
常
爲
寓
公
、
乃
抑

　
　
　
而
運
勢
遺
孤
。
夫
寒
家
製
本
以
寓
公
爲
寵
榮
、
以
遺
孤
爲
墨
斑
、
但
陛
既
有

　
　
　
意
抑
之
者
、
則
亦
必
有
意
伸
之
者
、
一
鞭
足
窺
書
私
説
。

　
　
嘉
靖
『
徽
州
府
志
』
巻
四
、
生
貝
職
官
志
、
元
、
治
中
に
は
、

　
　
　
仇
銭
。
奉
議
大
夫
。
至
元
中
任
。

　
と
あ
り
、
前
掲
病
理
惣
名
里
中
』
後
巻
の
仇
氏
の
項
に
も
、

　
　
　
鍬
、
王
充
、
在
邑
西
工
十
里
。
元
嘉
議
大
夫
・
徽
上
路
絡
管
冷
製
鉱
者
、
始

　
　
　
遷
干
此
、
生
八
子
。

　
と
み
え
る
。

⑥
仇
夢
台
「
輿
黄
鏡
予
先
生
辮
誌
書
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

　
　
　
一
、
族
人
仇
諮
、
由
庫
生
援
例
入
監
、
選
授
桐
郷
縣
丞
、
所
常
録
入
紫
級
之
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科
者
。
今
乃
掴
干
橡
史
、
疏
器
差
此
、
何
得
漫
罵
外
史
叢
濃
。

　
　
光
緒
凹
桐
郷
縣
志
甑
巻
八
、
官
需
階
上
、
文
職
官
表
、
縣
丞
に
は
、

　
　
　
〔
嘉
靖
〕
三
十
八
年
、
仇
誰
。
衛
直
駄
賢
人
。
叢
生
。

と
あ
る
。

⑦
国
記
台
「
恵
贈
鏡
予
先
生
辮
否
諾
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

　
　
　
一
、
書
入
仇
鷺
、
襲
組
仇
銭
成
寧
候
路
盤
。
鶯
蟹
武
材
、
兼
通
文
翰
、
毎
奉

　
　
　
雷
嵩
置
肥
育
、
輻
鴬
上
意
、
董
非
器
桿
然
一
勇
夫
也
。
其
用
兵
喜
奇
、
其
熾

　
　
　
翻
如
搬
閣
。
流
管
寵
端
整
、
賜
玉
壷
書
印
書
二
、
一
巳
翔
卿
、
一
日
朕
所
重

　
　
　
惟
卿
一
人
、
褒
漂
動
、
示
特
雀
也
。
虚
無
同
朝
睦
嫡
寵
異
、
鶯
並
爾
不
相
下
、

　
　
　
而
鶯
又
往
往
有
意
傲
柄
。
嫡
卿
之
、
計
圖
老
鶯
、
腰
毒
匪
朝
夕
突
。
適
鶯
死
、

　
　
　
遂
誕
以
謀
逆
、
暴
朝
悉
知
其
冤
、
特
以
下
焔
甚
熾
、
公
論
難
伸
。
及
考
其
所

　
　
　
指
、
實
砥
謂
鷲
以
重
賄
勾
圏
倖
功
。
不
思
備
閣
出
家
、
密
構
間
諜
、
以
巧
偵

　
　
　
山
雨
、
乃
公
卍
繋
不
弱
者
、
何
云
勾
圏
。
有
功
而
軌
日
田
、
將
除
砥
無
功
、

　
　
　
可
乎
。
乃
嫡
執
此
爲
前
略
、
睡
熱
望
流
山
通
弊
爾
。
實
詳
論
尚
欲
自
礎
子
春

　
　
　
秋
耶
。
陛
如
以
春
秋
自
慮
、
謂
宜
掲
其
功
、
摘
其
過
、
原
其
柾
、
令
是
是
非

　
　
　
非
、
昭
如
藁
鑑
。
郎
不
然
、
劇
其
名
爵
不
能
、
亦
足
長
。
第
三
不
究
情
實
、

　
　
　
漫
題
以
國
懲
耶
。

　
　
圏
は
空
格
を
示
す
。
あ
き
ら
か
に
「
虜
〕
字
を
避
け
て
い
る
。

⑧
仇
夢
台
門
與
黄
鏡
予
先
生
辮
誌
書
扁

　
　
　
凡
此
砦
寒
家
～
姓
事
、
生
等
非
敢
黒
山
請
也
。
第
念
幸
逢
警
語
招
掲
之
會
、

　
　
　
正
隠
微
成
得
吐
露
之
時
、
以
故
恭
詣
羅
下
、
唐
突
陳
情
、
伏
惟
慈
察
。

⑨
三
十
六
巻
の
う
ち
、
巻
二
十
か
ら
巻
二
十
二
お
よ
び
巻
三
十
か
ら
巻
三
十
四
を

　
欠
く
。
ち
な
み
に
仇
銭
・
仇
鷲
に
つ
い
て
、
巻
十
五
、
人
物
志
｝
、
勲
烈
に
関
連

　
の
記
嶺
は
確
認
で
き
な
い
。
ま
た
目
録
か
ら
、
欠
巻
の
巻
二
十
二
が
人
物
志
八
、

　
材
武
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

⑩
戴
東
曼
「
獄
志
序
」
（
欄
天
啓
志
㎞
所
収
）

　
　
　
書
一
菜
…
於
描
尖
亥
二
月
、
以
甲
子
九
日
〃
竣
事
、
凡
三
十
六
巻
。

⑪
　
金
声
帯
金
太
史
集
』
巻
八
、
唐
中
農
傳
。

⑫
唐
曄
「
獄
憲
序
」
（
『
天
啓
志
』
所
収
）

　
　
　
先
是
、
給
諌
張
臨
書
令
余
邑
、
鏡
然
爲
志
事
謀
。
然
高
腰
談
議
、
旋
復
内
召
、

　
　
　
書
成
期
以
三
月
、
不
能
無
籍
葛
翼
、
而
挨
藻
之
士
、
無
能
善
承
認
君
之
指
。

　
　
　
以
是
隠
徳
孤
芳
、
多
所
桂
漏
、
而
諾
諾
難
狙
、
反
得
閑
入
国
中
、
以
資
咲
柄
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

　
　
　
邑
人
相
與
錯
鰐
、
而
民
部
鏡
予
先
生
爲
著
辮
志
公
言
、
以
章
道
法
、
正
褒
畿
、

　
　
　
亦
既
嫡
子
日
星
、
雪
靴
有
志
而
無
志
也
。
轟
轟
瀕
行
、
復
自
習
草
創
弗
賊
、

　
　
　
撃
朦
姦
智
、
卵
然
若
有
所
失
、
復
旧
皇
然
如
有
所
待
。

　
　
引
文
中
の
葛
襲
は
後
漢
梁
国
寧
陵
（
現
、
河
南
省
寧
陵
県
）
の
人
で
、
明
後
漢

　
書
馳
巻
八
十
上
に
立
伝
さ
れ
て
い
る
。
文
記
（
官
府
の
文
書
）
作
成
に
す
ぐ
れ
、

　
『
太
平
御
臨
畿
巻
四
百
九
十
六
、
人
菓
部
百
三
十
七
、
諺
下
に
、

　
　
　
那
郷
貰
笑
林
田
、
桓
帝
時
、
有
人
辞
公
演
欝
欝
、
情
人
作
奏
記
。
文
人
不
能

　
　
　
爲
作
、
因
語
日
、
梁
國
葛
襲
者
、
先
善
爲
記
文
。
自
可
却
而
、
不
煩
更
作
。

　
　
　
遂
從
人
言
、
窩
記
文
、
不
去
襲
名
姓
。
府
公
認
不
答
而
罷
蹄
。
故
時
人
語
日
、

　
　
　
作
奏
難
工
、
宜
去
葛
襲
。

　
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
伝
え
ら
れ
る
。
お
な
じ
く
「
挨
藻
」
と
は
文
辞
が
典
麗
な

　
る
こ
と
の
意
。

⑬
『
萬
暦
己
未
了
試
録
』
に
よ
り
、
戴
東
曼
の
治
経
（
受
験
科
闘
で
あ
る
五
経
）

　
が
『
春
秋
隔
で
あ
っ
た
と
確
認
で
き
る
。

⑭
『
明
史
㎞
巻
二
百
四
十
二
、
畢
愁
駆
落

　
　
　
…
：
田
頭
山
東
、
擢
順
天
府
丞
。
以
憂
去
。
天
啓
四
年
、
起
右
愈
都
御
史
、

　
　
　
撫
治
鄭
陽
。

　
お
よ
び
『
実
録
睡
天
啓
四
年
二
月
丙
午
（
二
十
二
日
）
条
。

⑮
唐
曝
門
献
山
蔓
」
（
『
天
啓
志
』
所
収
）

　
　
　
…
－
更
若
干
年
、
而
令
慰
戴
侯
主
事
臨
萢
、
討
醤
章
而
捜
逸
簡
。
且
且
起
家

　
　
　
麟
経
、
智
足
以
通
難
知
之
意
、
鷺
足
以
獲
難
顯
之
情
。
諸
富
紳
遂
以
志
嶺
、

　
　
　
請
侯
董
之
。
中
止
畢
公
東
郊
翼
之
、
編
次
論
列
、
雲
霧
其
事
。
而
中
丞
有
鄭
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成寧侯仇鷲の周辺（城地〉

　
　
　
陽
之
命
、
朱
逞
底
績
。
會
少
司
徒
畢
公
見
素
・
侍
御
江
公
膳
城
・
奉
常
浬
公

　
　
　
洲
発
以
及
墨
黒
、
相
與
抵
位
階
事
。

⑯
糊
天
啓
志
㎞
巻
十
三
、
選
墾
志
二
、
進
士
、
國
朝

　
　
　
〔
萬
暦
〕
十
七
年
己
丑
科
。
…
…
黄
全
軍
、
字
性
甫
、
黄
村
人
。
戸
部
郎
中
。

　
　
　
有
傳
。

　
顧
起
元
「
坐
薬
先
生
傳
」
（
『
獺
眞
草
堂
集
㎞
巻
工
十
五
〉

　
　
　
先
生
黄
氏
、
誰
全
初
、
字
性
甫
。
鏡
宇
其
所
自
號
也
。
：
…
・
戊
子
墨
於
郷
、

　
　
　
明
年
成
進
士
。
…
…
久
之
以
李
安
入
憂
蹄
里
、
環
礁
霊
鳥
北
雍
、
已
遷
南
戸

　
　
　
部
主
事
、
司
充
典
庫
。
…
…
久
之
響
員
外
郎
・
郎
中
、
嵐
督
杭
之
北
新
關
。

⑰
『
天
啓
志
』
巻
十
三
、
選
暴
志
二
、
進
士
、
塵
朝

　
　
　
下
手
暦
〕
四
十
七
年
己
罪
科
。
黄
願
素
、
字
行
可
、
全
初
子
。
児
任
撫
州
推

　
　
　
官
。
仇
夢
台
、
字
泰
符
、
王
四
人
。
見
任
長
関
知
縣
。

⑱
井
上
進
『
書
林
の
眺
望
i
伝
統
中
国
の
書
物
世
界
一
』
（
平
凡
社
、
二
〇

　
〇
⊥
ハ
年
）
～
二
三
一
ニ
ー
三
三
四
鵬
翼
。

⑲
撰
者
不
明
「
激
志
草
創
自
序
扁
（
『
万
暦
志
』
所
収
）

　
　
　
小
子
退
而
就
局
。
在
臥
煙
院
、
乃
城
塁
廟
薔
基
也
、
慶
心
密
藤
、
不
顯
大
神
、

　
　
　
塞
式
臨
之
、
㏄
私
少
狗
、
則
降
之
罰
。
…
…
黙
劇
、
杜
門
閉
影
、
遙
謝
知
交
。

　
　
　
大
夫
掲
示
聖
天
之
道
、
以
春
秋
法
從
事
。
闘
中
之
人
始
而
詫
、
既
而
揺
尋
而

　
　
　
求
、
終
而
不
知
所
測
、
彼
此
付
之
無
心
奈
何
。
雪
月
告
成
。

⑳
『
万
暦
志
』
凡
例

　
　
　
二
曲
浮
套
甚
多
、
毎
條
必
上
首
尾
、
然
皆
套
語
、
…
…
殊
無
恥
厭
。
創
者
一

　
　
　
藥
不
用
。
當
堅
塁
詳
、
不
妨
権
妻
長
篇
。
胆
略
則
略
、
蟹
隈
寂
蓼
短
簡
。
如

　
　
　
無
所
建
明
、
則
｝
語
不
等
、
亦
不
要
歓
。

⑳
獄
県
椀
塘
の
人
で
、
乾
隆
十
九
年
（
一
七
五
四
）
に
進
士
に
及
第
し
た
の
ち
、

　
湖
北
嘉
魚
県
知
県
・
安
徽
鳳
至
府
教
授
を
歴
任
し
た
当
歳
…
（
号
、
読
山
）
の
詩
集

　
噸
雨
窃
絶
句
』
（
中
国
国
家
図
書
館
蔵
型
置
本
。
「
乾
隆
辛
巳
五
月
下
旬
」
付
自
序

　
が
あ
る
）
に
は
、
謝
陛
の
『
季
漢
書
㎞
に
ま
つ
わ
る
七
看
絶
句
が
収
め
ら
れ
て
い

　
る
。
そ
の
詩
注
に
、

　
　
　
謝
陛
、
字
少
連
、
邑
之
圧
繰
入
。
明
宋
野
望
。
嘗
客
白
下
魏
圏
公
所
、
病
陳

　
　
　
壽
三
國
志
尊
魏
之
謬
、
作
季
漢
書
。
書
成
日
、
魏
公
徴
白
下
才
士
及
名
妓
各

　
　
　
百
入
、
宴
予
秦
潅
、
諸
人
以
次
草
隠
。
宴
三
日
、
乃
奉
千
金
爲
潤
筆
、
亦
文

　
　
　
人
韻
事
也
。

　
と
あ
り
、
㎎
季
漢
書
馳
完
成
時
、
謝
陛
の
パ
ト
ロ
ン
で
あ
っ
た
建
国
公
が
南
京
の

　
才
士
・
名
妓
を
あ
つ
め
て
秦
涯
河
で
三
日
間
の
祝
宴
を
は
っ
た
上
、
千
金
も
の
報

　
酬
を
謝
陛
に
あ
た
え
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
程
蠣
…
は
謝
陛
が
挙
入
で
あ
っ
た
と

　
す
る
が
、
彼
の
郷
里
合
格
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
い
ま
ひ
と
つ
、
圧
道

　
昆
「
送
胡
元
瑞
東
蹄
記
扁
（
『
太
函
集
幽
巻
七
十
七
）
は
、
注
の
も
と
を
た
ず
ね
て

　
き
た
胡
応
麟
（
字
、
元
瑞
）
を
お
く
る
際
に
書
か
れ
た
も
の
だ
が
、
そ
の
舟
旅
に

　
は
謝
陛
も
同
行
し
て
い
た
ら
し
い
。
圧
道
毘
は
こ
の
と
き
の
こ
と
を

　
　
　
客
皆
由
筏
入
舟
、
分
留
雑
坐
。
鼓
吹
乗
飾
者
導
、
各
命
一
黒
蟻
酒
從
之
。

　
　
　
　
…
席
地
無
菌
、
作
廻
旋
舞
、
少
連
糧
臥
、
強
持
白
挺
横
雲
。
…
…
少
連
嘆

　
　
　
夢
中
、
不
南
知
其
三
二
謹
選
。

　
と
記
し
て
お
り
、
舟
中
み
な
で
痛
飲
し
た
と
こ
ろ
、
酔
い
つ
ぶ
れ
て
し
ま
っ
た
謝

　
陛
は
、
棒
で
な
ぐ
ら
れ
た
の
も
気
づ
か
ぬ
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
呉
瞼
「
胡
応
麟
年

　
譜
」
（
常
君
実
編
咽
呉
陰
全
集
睡
中
国
人
民
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
、
第
一

　
巻
、
所
収
。
三
二
は
㎎
清
華
学
報
四
九
－
一
、
一
九
三
四
年
）
四
二
五
頁
に
よ
る

　
と
、
胡
鵬
翼
が
附
則
昆
の
も
と
を
た
ず
ね
た
の
は
万
暦
十
九
年
（
一
五
九
一
）
で
、

　
胡
が
去
る
と
き
浬
は
「
軽
劒
も
て
饅
送
す
る
こ
と
数
百
里
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。

⑫
　
　
咽
順
治
志
上
巻
十
、
人
物
志
、
才
猷
、
明
、
仇
夢
合

　
　
　
…
…
物
建
宗
祠
、
以
敦
族
麗
。
三
郁
之
姻
、
朋
醤
之
好
、
多
所
麗
膳
扶
極
。
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三
．
商
人
の
人
脈

　
「
與
黄
鏡
予
先
生
辮
志
書
」
の
背
景
に
注
目
し
た
前
章
に
つ
づ
き
、
本
章
で
は
書
き
手
で
あ
る
建
仁
台
そ
の
ひ
と
に
焦
点
を
あ
て
る
。
そ
の

め
ざ
す
と
こ
ろ
は
、
童
画
台
な
る
人
物
を
つ
う
じ
て
仇
鶯
の
周
辺
に
商
人
の
人
脈
が
存
在
し
た
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
す
る
に
あ
る
。

　
仇
夢
台
の
伝
記
で
も
っ
と
も
詳
細
な
も
の
は
、
管
見
の
か
ぎ
り
『
順
治
志
馳
魚
串
に
収
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
高
々
台
、
字
は
泰
符
、
号

は
貞
素
。
万
暦
四
十
三
年
（
南
帯
・
一
六
～
五
）
に
郷
試
に
合
格
、
同
四
十
七
年
（
夏
着
・
一
六
一
九
）
に
進
士
及
第
を
は
た
し
た
。
初
任
は
北
直

隷
順
徳
府
平
郷
県
（
現
、
河
北
省
那
台
市
の
属
）
の
知
県
で
あ
り
、
天
啓
二
年
（
一
六
一
三
）
に
お
き
た
山
東
徐
鴻
儒
の
乱
に
際
し
て
、
そ
の
勢
力

が
せ
ま
っ
て
い
た
夜
直
隷
の
大
名
府
長
垣
県
（
現
、
河
北
省
郡
郷
市
の
属
）
知
県
に
う
つ
っ
た
。
彼
の
措
置
が
功
を
奏
し
、
長
垣
は
反
乱
勢
力
の

攻
撃
を
ま
ぬ
が
れ
た
と
い
う
。
勤
務
評
定
で
た
か
い
評
価
を
得
た
彼
は
御
史
の
ポ
ス
ト
を
望
ん
だ
が
、
悟
淡
と
し
て
コ
ネ
づ
く
り
に
奔
走
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

よ
う
な
人
物
で
な
か
っ
た
た
め
、
戸
部
に
起
用
さ
れ
た
。
最
終
的
に
は
戸
部
主
事
に
ま
で
す
す
み
、
在
職
中
に
卒
し
て
い
る
。

　
本
稿
の
関
心
か
ら
注
目
し
た
い
の
は
、
仇
夢
台
の
科
挙
受
験
に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
。
本
籍
地
が
激
県
で
あ
る
か
ら
、
天
啓
以
降
の
獄
県
志

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

に
記
事
が
あ
る
の
は
当
然
な
の
だ
が
、
そ
の
ほ
か
康
煕
『
爾
燦
々
法
高
』
に
も
彼
の
進
士
及
第
に
つ
い
て
記
載
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
は
す
な
わ
ち
、
睡
夢
台
が
両
准
運
塩
司
所
轄
の
枠
で
科
挙
を
受
験
し
た
こ
と
、
し
か
も
本
籍
地
と
は
異
な
る
場
所
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
と

く
に
商
人
の
子
弟
を
対
象
と
し
て
、
本
来
受
験
す
べ
き
本
籍
地
で
は
な
く
流
寓
地
で
の
受
験
を
認
め
る
商
籍
に
よ
っ
て
受
験
し
た
こ
と
を
意
味

す
る
。

　
い
わ
ゆ
る
商
籍
に
つ
い
て
は
先
行
研
究
で
も
す
く
な
か
ら
ず
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
い
く
つ
か
史
料
を
補
充
し
つ
つ
両
極
に
お
け

る
商
籍
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
明
代
に
六
あ
っ
た
運
転
運
塩
司
の
う
ち
、
仇
平
台
が
受
験
し
た
万
暦
末
年
ま
で
の
時
点
で
運
学
－
一
興
司

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

所
轄
の
儒
学
を
有
し
た
の
は
河
東
運
司
の
み
で
あ
り
、
両
准
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
運
学
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
当
該
薬
司
独
自
の
生

玉
枠
を
有
す
る
こ
と
で
あ
り
、
両
軽
輩
司
に
お
い
て
も
そ
の
設
置
が
た
び
た
び
も
と
め
ら
れ
て
い
た
。
嘉
靖
『
爾
准
臨
皿
法
事
臨
に
は
、
弘
治
七
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成寧侯仇鶯の周辺（城地）

年
（
…
四
九
四
）
に
運
使
同
知
と
な
り
、
同
九
年
（
一
四
九
六
）
に
運
使
に
昇
格
し
た
論
罪
「
請
聖
運
學
呈
文
」
な
ら
び
に
嘉
靖
二
十
八
年
（
一

五
四
九
）
に
運
使
と
な
っ
た
陳
邊
「
立
華
學
以
猿
遣
才
議
」
が
収
録
さ
れ
、
い
ず
れ
も
河
東
運
司
に
な
ら
っ
て
両
涯
で
も
運
学
を
設
置
す
る
よ

　
　
　
　
　
　
④

う
も
と
め
て
い
る
。
た
だ
、
こ
れ
ら
も
結
局
は
建
議
の
段
階
で
お
わ
っ
た
よ
う
で
、
康
煕
『
雨
潅
盤
法
志
』
巻
二
十
七
所
収
の
雷
士
俊
「
増
建

言
准
運
審
議
」
に
は
、
崇
禎
五
年
（
一
六
三
二
）
に
塩
政
を
代
行
し
た
巡
按
御
史
の
史
董
が
運
学
設
置
を
奏
請
し
、
い
っ
た
ん
は
帝
の
裁
可
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

受
け
た
も
の
の
、
山
西
・
陳
西
商
人
の
反
対
も
あ
っ
て
、
史
実
の
離
任
に
よ
っ
て
沙
汰
や
み
に
な
っ
た
と
あ
る
。
つ
ま
り
肝
試
が
建
議
を
お
こ

な
っ
た
崇
禎
五
年
（
一
六
三
二
）
時
点
に
お
い
て
も
、
両
拳
で
は
依
然
と
し
て
運
学
設
置
を
み
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
両
論
で
は
、
運
司
の
管
轄
下
に
お
い
て
商
人
・
課
戸
の
子
弟
を
准
安
・
揚
州
二
府
の
府
州
県
学
に
凝
縮
さ
せ
る
と
い
う
措
置

が
と
ら
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
詳
説
の
子
弟
に
は
一
般
の
民
戸
と
は
別
の
ル
ー
ト
で
生
員
と
な
る
道
が
ひ
ら
か
れ
て
い
た
。
万
暦
年
間
、
涯
揚
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

府
の
府
州
県
学
に
附
入
さ
せ
る
生
員
の
額
が
独
自
に
設
定
さ
れ
た
こ
と
は
、
先
行
研
究
で
あ
き
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
、
府
州
県
学
へ
の
附
入

と
い
う
方
式
そ
の
も
の
は
、
そ
れ
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
。
嘉
靖
噸
爾
濫
監
法
志
』
に
よ
れ
ば
、
弘
治
十
二
年
（
～
四
九
九
）
、
御
史
史
戴
徳

が
、
商
竈
の
子
弟
の
う
ち
八
歳
か
ら
十
二
歳
ま
で
の
者
に
つ
い
て
は
優
秀
な
者
を
選
抜
し
て
社
学
に
、
お
な
じ
く
十
三
歳
か
ら
十
八
歳
ま
で
の

者
に
つ
い
て
は
試
験
を
お
こ
な
っ
た
上
で
運
司
に
そ
れ
ぞ
れ
お
く
っ
て
読
書
さ
せ
る
こ
と
、
今
後
、
社
寺
で
進
歩
の
あ
っ
た
者
は
運
司
に
、
野

司
で
進
歩
が
あ
っ
た
者
は
提
言
官
な
い
し
府
州
県
に
お
く
り
、
適
宜
、
生
員
に
あ
て
て
郷
試
に
そ
な
え
さ
せ
る
べ
き
こ
と
、
の
二
点
を
指
示
し

⑦た
。
こ
れ
に
対
し
て
運
定
は
、
運
司
に
お
い
て
商
人
の
子
弟
を
、
通
語
・
泰
州
・
空
港
の
三
分
司
が
群
民
の
子
弟
を
そ
れ
ぞ
れ
選
抜
す
る
一
方
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

商
人
の
子
弟
育
成
の
た
め
に
運
司
が
書
院
を
設
立
し
、
三
分
司
に
は
社
学
を
整
備
さ
せ
る
と
圓
答
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
書
院
・
工
学
に
つ
い

て
、
嘉
靖
『
爾
潅
盤
法
志
』
巻
十
、
官
蹟
志
十
～
に
み
え
る
史
戴
徳
の
伝
に
、

　
嘗
て
正
誼
書
院
を
建
て
、
及
び
凹
く
置
場
の
砒
學
を
立
て
、
商
・
竈
の
子
弟
を
し
て
、
灘
奮
起
す
る
を
知
ら
し
む
。
　
時
の
風
教
、
之
が
爲
に
義
に
興
る
。

と
あ
り
、
ひ
と
ま
ず
は
史
善
徳
の
通
達
・
二
丁
の
回
答
ど
お
り
に
設
立
さ
れ
た
と
み
て
よ
い
。
つ
ま
り
、
も
っ
ぱ
ら
商
人
の
子
弟
に
つ
い
て
、

運
司
所
轄
の
書
院
に
お
け
る
読
書
・
選
抜
を
経
て
府
州
県
学
の
生
員
の
資
格
を
得
る
と
い
う
方
式
は
、
す
で
に
弘
治
年
間
（
一
四
八
八
土
五
〇
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五
）
に
は
存
在
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

　
以
上
、
い
さ
さ
か
煩
冗
な
が
ら
商
籍
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、
仇
夢
台
の
科
挙
合
格
が
『
爾
准
盤
法
志
』
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
す
く

な
く
と
も
仇
立
台
自
身
は
商
人
の
家
i
し
か
も
徽
州
激
県
を
本
籍
地
と
し
、
両
准
地
区
に
寄
寓
し
て
い
た
血
ハ
型
的
な
新
安
商
人
　
　
の
出
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
前
掲
『
順
治
志
嚇
所
収
の
伝
記
に
は
、
そ
う
し
た
出
自
が
彼
の
官
僚
と
し
て
の
事
跡
に
も
影
響
を
お
よ
ぼ

し
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
よ
う
な
記
述
も
散
見
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
彼
の
最
後
の
任
と
な
っ
た
戸
部
主
事
在
職
時
の
こ
と
に
つ
い
て
、

　
　
　
い
く
ば
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ら
た

　
未
だ
心
な
ら
ず
し
て
、
奉
じ
て
山
海
に
差
し
、
清
江
の
儲
に
差
し
、
兼
ね
て
涯
税
を
焦
す
。
台
、
蜴
嶽
を
號
き
、
嚇
役
を
革
む
る
を
爲
す
。
利
弊
を
沓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
か

　
了
し
、
新
奮
を
蓼
し
て
門
弟
を
叢
り
、
牧
免
は
惟
だ
一
の
み
に
し
て
、
験
放
も
惟
だ
時
の
み
に
せ
ば
、
舟
は
行
く
を
留
め
ず
。
木
榜
を
立
て
て
著
し
て
令
と

　
爲
さ
し
め
、
爾
載
に
て
足
齢
し
、
盤
溢
は
。
覆
と
く
耀
り
て
邊
を
艦
く
。
台
、
是
よ
り
積
勢
力
疾
し
、
代
わ
る
を
請
う
も
可
な
ら
ず
、
宮
邸
に
卒
す
。
涯
を
鼎

　
る
の
浦
、
之
が
爲
に
市
を
罷
む
。

と
あ
る
。
天
啓
五
年
（
～
六
二
五
）
七
月
、
山
海
関
に
お
く
る
撫
夷
銀
を
発
給
す
る
た
め
、
戸
部
山
西
司
主
事
の
仇
夢
台
を
派
遣
し
た
こ
と
が

　
　
　
　
　
　
⑨

『
実
録
廉
に
み
え
、
光
緒
『
潅
皇
統
志
』
巻
八
に
は
、
彼
が
常
盈
倉
戸
部
分
司
に
在
職
し
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
常
盈
倉
は
秘
書
転

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

輸
の
た
め
に
准
道
府
に
設
け
ら
れ
た
倉
で
、
府
下
の
清
江
浦
に
あ
り
、
戸
部
分
司
を
お
い
て
管
理
に
あ
た
ら
せ
て
い
た
。
ま
た
、
大
運
河
の
要

衝
地
で
あ
る
宴
安
に
は
紗
関
が
お
か
れ
、
船
舶
へ
の
課
税
が
お
こ
な
わ
れ
た
が
、
そ
の
監
収
に
あ
た
っ
た
の
も
中
央
か
ら
派
遣
さ
れ
た
御
史
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

よ
び
戸
部
主
事
で
あ
っ
た
。
赴
任
し
た
仇
夢
台
は
、
不
正
を
は
た
ら
く
衙
役
・
差
役
を
一
掃
す
る
～
方
、
利
弊
を
し
ら
べ
、
新
旧
の
事
例
を
比

較
し
て
税
目
を
調
整
す
る
と
と
も
に
、
漕
糧
の
収
賄
・
交
党
に
一
律
の
基
準
を
設
け
、
通
関
検
査
も
短
時
間
で
す
む
よ
う
に
す
る
こ
と
で
船
舶

が
ス
ム
ー
ズ
に
航
行
で
き
る
よ
う
に
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
二
年
で
定
額
を
満
た
し
た
上
、
余
剰
分
を
す
べ
て
北
辺
の
軍
費
と
し
て
お
く
る
こ
と

が
で
き
た
と
い
う
。
浦
安
に
赴
任
し
た
仇
夢
台
が
手
は
じ
め
に
「
蜴
嶽
」
・
「
嚇
役
」
を
や
め
さ
せ
た
こ
と
、
ま
た
彼
が
過
労
の
ゆ
え
に
病
死
し

た
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
も
想
像
さ
れ
る
よ
う
に
、
漕
糧
の
交
党
・
転
発
と
錘
子
徴
収
と
い
う
ふ
た
つ
の
任
務
と
も
、
お
そ
ら
く
は
さ
ま
ざ
ま
な

利
害
関
係
が
錯
綜
し
、
む
ず
か
し
い
対
応
を
せ
ま
ら
れ
る
こ
と
す
く
な
く
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
任
務
を
か
け
も
ち
し
て
な
お
右
の
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よ
う
な
成
果
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
記
事
は
、
伝
主
の
功
績
を
誇
張
し
て
い
る
の
は
否
め
な
い
に
せ
よ
、
本
稿
の
議
論
に
ひ
き
つ
け

た
読
み
方
が
ゆ
る
さ
れ
る
な
ら
ば
、
仇
夢
台
が
商
業
・
経
済
の
方
面
に
あ
か
る
く
、
商
人
の
利
害
も
よ
く
把
握
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も

の
と
位
置
づ
け
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
彼
の
死
に
際
し
て
、
潅
安
一
帯
で
は
市
を
や
め
て
そ
の
死
を
悼
ん
だ
と
い
う
の
も
、
あ
る
い
は
そ
う
し

た
解
釈
を
補
強
す
る
要
素
に
数
え
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
仇
野
台
が
商
人
の
家
の
出
で
あ
る
こ
と
の
根
拠
を
あ
た
え
て
く
れ
た
康
煕
『
爾
准
盤
法
志
』
に
は
、
い
ま
ひ
と
つ
、
と
く
に
仇

驚
の
周
辺
を
考
え
る
上
で
、
き
わ
め
て
重
要
な
記
述
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
同
書
巻
十
六
、
選
墾
、
里
人
、
明
に
、

　
　
〔
嘉
靖
〕
甲
子
科
。
仇
一
卿
。
獄
王
充
人
。

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
仇
夢
台
と
同
様
、
仇
一
思
も
ま
た
商
人
の
家
の
出
で
あ
り
、
商
籍
に
よ
っ
て
郷
試
を
受
験
し
た
こ

と
が
知
ら
れ
る
わ
け
だ
が
、
前
章
で
引
用
し
た
「
與
黄
鏡
予
先
生
辮
志
書
」
で
、
世
銀
の
容
貌
を
伝
え
る
『
万
暦
志
』
の
記
述
に
反
論
す
る
根

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
ず
か
　
　
　
　
　
と
も

拠
と
し
て
引
き
あ
い
に
出
さ
れ
て
い
た
の
が
、
ま
さ
し
く
こ
の
仇
一
卿
の
言
で
あ
っ
た
。
し
か
も
仇
夢
台
は
彼
が
「
躬
ら
鷺
と
与
に
遊
ぶ
者
偏

で
あ
っ
た
と
も
述
べ
て
い
た
。
甲
子
の
歳
と
は
嘉
靖
四
十
三
年
（
一
五
六
四
）
で
あ
り
、
嘉
靖
三
十
一
年
（
～
五
五
二
）
八
月
の
仇
鷺
の
死
か
ら

十
二
年
後
の
郷
信
合
格
で
あ
る
か
ら
、
同
世
代
と
は
い
え
な
い
ま
で
も
、
生
前
の
仇
鶯
と
実
際
に
会
い
、
そ
の
容
貌
を
記
憶
し
て
い
た
と
い
う

点
に
無
理
は
な
か
ろ
う
。
仇
鶯
の
「
族
人
」
と
称
し
う
る
ひ
と
び
と
の
な
か
に
、
た
し
か
に
商
人
出
身
の
人
物
が
い
た
こ
と
、
し
か
も
そ
れ
が

仇
禰
の
生
前
に
す
で
に
存
在
し
、
相
互
の
交
流
も
あ
っ
た
こ
と
が
、
こ
の
仇
一
旗
の
存
在
に
よ
っ
て
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

①

噸
順
治
志
㎞
巻
十
、
人
物
志
、
才
猷
、
明
、
仇
盤
台

仇
夢
台
、
字
泰
符
、
號
貞
素
。
野
島
乙
卯
薦
予
郷
、
己
未
成
進
士
。
授
平
郷

令
。
…
…
會
東
省
妖
蓮
煽
醐
、
躁
踊
曹
縢
、
震
胃
癌
垣
。
子
是
、
急
調
台
干

垣
。
…
…
台
覧
垣
、
堰
二
輪
隆
、
出
兵
布
諜
、
二
重
走
竃
丁
丁
樂
、
葡
他
竃

始
山
風
遠
遁
、
垣
猫
曼
然
安
堵
。
入
計
献
血
、
望
當
窒
省
、
顧
島
隠
淡
不
趨

津
要
、
寛
就
民
部
。
…
…
台
自
是
積
勢
力
疾
、
請
宿
不
可
、
卒
窟
邸
。

②
康
煕
噸
爾
准
監
法
志
㎞
巻
十
六
、
選
爆
、
進
士
、
明
、
萬
暦
己
稲
科
。
阿
巻
に

　
は
黄
全
盛
・
心
願
素
父
子
も
記
さ
れ
て
い
る
。

③
雍
正
十
二
修
河
東
解
法
志
』
巻
入
、
運
學

　
　
天
下
運
司
山
ハ
、
惟
河
東
運
司
窟
N
專
學
、
餓
皆
附
於
府
0

　
藤
井
宏
一
新
安
商
人
の
研
究
（
四
）
」
（
『
東
洋
学
報
馳
三
六
－
四
、
～
九
五
四
年
）

　
～
二
三
頁
で
、
河
東
と
長
薦
の
両
運
司
に
王
学
が
設
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
長
藍
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運
学
は
の
ち
に
廃
止
さ
れ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
藤
井
氏
が
不
明
と
し
た

　
長
藤
運
学
廃
止
の
画
期
に
つ
い
て
、
『
実
録
㎞
万
暦
二
十
一
年
十
一
一
月
辛
酉
（
十

　
二
日
）
条
に
、
写
照
張
貞
観
の
建
議
に
よ
っ
て
長
画
室
学
を
廃
止
す
る
と
の
記
事

　
が
み
え
る
。

④
嘉
靖
㎎
爾
餅
盤
法
志
㎞
巻
五
、
法
制
志
士
之
二
、
恵
竈
算
式
、
建
肚
學

　
　
　
運
使
丁
亨
、
請
建
運
學
量
文
。
…
…
蛭
藻
、
河
東
運
司
原
無
様
校
、
近
年
始

　
　
　
設
儒
學
、
教
養
一
方
、
印
今
入
才
之
出
、
彬
彬
其
盛
。
況
爾
濫
運
司
商
竈
國

　
　
　
賦
、
比
之
河
東
、
無
慮
数
倍
、
亦
學
校
可
興
之
地
也
。
合
無
比
照
前
例
、
本

　
　
　
司
建
立
儒
學
一
所
。
…
…
運
使
陳
蓬
、
立
運
學
以
育
遺
才
議
。
…
…
乞
題
請

　
　
　
比
照
河
東
運
司
、
建
立
儒
學
一
所
、
設
立
無
官
考
課
、
諸
生
副
本
罰
提
調
、

　
　
　
滋
籐
権
門
各
府
故
事
、
則
遺
才
皆
野
教
養
之
恵
、
而
禮
義
同
行
於
財
利
之
家

　
　
　
夷
。

　
畢
亨
・
陳
邊
の
任
期
は
、
同
書
巻
十
、
隠
州
志
十
一
に
よ
る
。

⑤
隊
士
俊
門
無
権
薦
准
運
戦
士
」

　
　
　
崇
顧
五
年
、
巡
按
御
史
史
公
代
掘
盤
政
、
具
疏
請
建
運
學
。
天
子
可
其
奏
降

　
　
　
旨
。
蓋
運
學
建
、
則
一
悪
之
業
盤
者
、
嚢
子
皆
得
入
運
學
、
非
我
國
家
柔
遠

　
　
　
之
初
意
爽
。
山
西
・
挾
西
人
甲
羅
不
便
、
誼
謙
於
有
駕
。
剥
脱
公
已
去
、
而

　
　
　
揚
州
知
府
張
公
脅
人
也
、
力
主
其
議
、
斯
事
遂
疲
。

　
　
史
董
に
つ
い
て
は
㎎
蘭
嘉
法
雪
催
』
巻
二
十
三
に
記
事
が
あ
り
、
崇
禎
三
年

　
（
＝
ハ
三
〇
）
に
潅
揚
巡
按
と
な
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
『
崇
頼
長

　
編
瞬
巻
五
十
八
、
崇
禎
五
年
壬
申
四
月
丙
子
（
九
日
〉
条
に
、

　
　
　
直
隷
巡
按
史
婆
、
…
…
乃
鴎
掻
竪
事
竣
、
條
雌
蝶
套
数
・
愼
委
禦
・
議
掲

　
　
　
減
・
議
獲
盤
・
興
教
化
五
爵
。
章
下
所
司
確
議
。

　
と
あ
り
、
雷
士
俊
の
記
事
と
整
合
す
る
。
な
お
、
右
引
の
雷
士
俊
の
文
章
は
、
寺

　
田
隆
信
隅
山
西
商
人
の
研
究
』
（
東
洋
史
研
究
会
、
一
九
七
二
年
〉
二
三
二
頁
に

　
も
引
用
さ
れ
て
い
る
。

⑥
前
掲
藤
井
宏
「
新
山
隠
入
の
研
究
（
四
と
＝
九
⊥
二
八
頁
。

⑦
嘉
靖
『
爾
懸
盤
法
志
㎏
巻
五
、
法
制
志
六
之
二
、
恵
寵
之
式
、
建
就
學

　
　
　
弘
治
十
三
年
、
御
史
史
戴
徳
案
云
、
教
養
商
竈
子
弟
事
。
…
…
丁
寧
仰
経
歴

　
　
　
司
抄
案
塁
堂
、
即
拘
商
事
子
弟
、
揮
田
赴
院
、
年
八
歳
以
上
、
十
二
以
下
、

　
　
　
則
棟
選
質
賦
清
秀
者
、
獲
瀧
學
、
責
令
著
書
。
其
十
三
以
上
、
十
八
以
下
、

　
　
　
則
考
試
學
通
文
理
者
、
田
田
司
、
男
行
作
養
。
以
後
耐
學
奇
麗
者
、
則
獲
運

　
　
　
司
、
運
司
有
成
者
、
樋
里
提
學
、
或
府
、
或
州
、
或
描
写
居
、
便
宜
牧
充
生

　
　
　
員
、
以
備
郷
薦
。

⑧
嘉
靖
『
繭
潅
臨
法
志
口
巻
五
、
法
制
志
六
之
二
、
恵
竈
懸
軍
、
建
趾
學

　
　
　
野
司
回
文
。
…
…
合
無
運
司
設
立
書
院
一
所
、
…
…
專
一
作
養
天
下
商
人
俊

　
　
　
秀
子
弟
。
其
各
場
杜
學
、
可
居
者
伍
奮
、
頽
壌
者
修
葺
、
来
設
者
創
立
、
悉

　
　
　
行
通
・
泰
・
潅
三
分
司
、
一
軍
施
行
。
本
司
働
預
先
拘
集
商
人
子
弟
、
揮
日

　
　
　
送
院
棟
選
。
三
分
罵
亦
預
先
選
集
竈
民
子
弟
、
堪
以
作
養
者
、
聴
候
本
院
按

　
　
　
臨
並
々
。

⑨
『
実
録
㎞
天
啓
五
年
七
月
壬
子
（
六
目
）
条

　
　
　
差
戸
部
山
西
司
虫
事
仇
一
台
、
解
山
海
撫
夷
蔓
三
萬
雨
。

⑩
光
緒
魍
准
關
統
志
㎞
巻
二
、
建
置
、
常
盈
倉

　
　
　
明
永
樂
時
、
漕
倶
民
運
、
乃
遣
准
・
徐
・
臨
・
通
四
倉
、
以
便
轄
運
、
常
盈

　
　
　
事
理
准
倉
也
。
…
…
差
戸
部
分
司
一
員
管
理
。

　
万
暦
魍
准
安
府
耳
輪
巻
三
、
丁
幾
志
、
澹
安
坐
治
、
磨
含

　
　
　
常
傭
倉
、
在
清
江
浦
。

⑪
　
佐
久
間
重
男
「
明
代
に
お
け
る
商
税
と
財
政
と
の
風
上
（
一
）
」
（
『
史
学
雑
誌
』

　
六
五
－
一
、
一
九
五
六
年
）
八
－
九
頁
。
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お
　
わ
　
り
　
に

　
『
万
黒
帯
』
に
翠
雲
が
立
引
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
彼
の
周
辺
に
商
人
の
人
脈
が
存
在
し
た
の
で
は
な
い
か
と
の
予
測
が
本
稿
の
出
発
点

を
な
し
て
い
た
。
本
稿
で
の
検
討
に
よ
り
、
そ
れ
に
　
定
の
裏
づ
け
を
あ
た
え
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
仇
鶯
の
祖
父
で
あ
る
仇
銭
は
津

西
鎮
原
の
出
身
で
、
寧
静
総
兵
宮
の
家
丁
か
ら
身
を
起
こ
し
た
と
考
え
ら
れ
、
仇
銭
・
仇
鴛
を
三
州
獄
繋
留
あ
る
い
は
揚
州
江
都
籍
だ
と
す
る

説
も
通
譜
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
可
能
性
が
た
か
い
。
し
か
し
、
事
実
か
否
か
は
さ
て
お
き
、
仇
銭
・
仇
鶯
が
獄
県
王
充
を
祖
籍
と
す
る
仇
氏

に
つ
な
が
る
と
い
う
認
識
は
、
か
な
り
の
程
度
ま
で
共
有
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
『
家
乗
』
に
収
め
ら
れ
た
徽
州
黙
諾
張
芹
の
仇
銭
あ
て

返
書
、
そ
し
て
な
に
よ
り
「
族
人
」
仇
鷲
の
名
誉
回
復
を
主
張
し
た
仇
楼
台
「
與
黄
叢
書
先
生
辮
志
書
」
の
存
在
が
そ
の
証
左
と
な
る
。
こ
の

貴
重
な
書
簡
と
そ
れ
を
の
こ
し
た
仇
夢
台
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
で
、
仇
鷲
の
周
辺
に
は
た
し
か
に
徽
州
の
商
人
が
存
在
し
て

い
た
こ
と
を
確
認
で
き
た
。
仇
夢
台
の
ほ
か
、
書
簡
の
な
か
で
言
及
さ
れ
て
い
た
仇
一
嵩
は
、
い
ず
れ
も
両
准
の
商
籍
に
よ
っ
て
科
挙
を
受
験

し
て
お
り
、
と
く
に
仇
一
卿
に
つ
い
て
は
、
実
際
に
添
番
と
直
接
の
交
流
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
双
方
の
宗
族
関

係
は
、
あ
く
ま
で
譜
牒
の
操
作
に
よ
っ
て
創
出
さ
れ
た
も
の
で
し
か
な
い
。
と
は
い
え
、
仇
鶯
が
成
寧
侯
の
爵
位
を
も
つ
勲
臣
で
あ
り
、
武
官

で
あ
り
な
が
ら
政
局
を
左
右
す
る
権
勢
を
も
っ
て
い
た
こ
と
に
く
わ
え
、
世
宗
の
勅
裁
に
よ
っ
て
断
罪
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
仇
…
卿
が

立
派
な
武
将
と
し
て
仇
鷲
の
こ
と
を
語
り
継
ぎ
、
仇
夢
台
も
ま
た
非
常
に
つ
よ
い
態
度
で
仇
鶯
の
不
名
誉
を
す
す
ご
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
グ
ワ
ン
シ
　

る
と
き
、
両
者
の
あ
い
だ
に
は
、
な
ん
ら
か
の
契
機
さ
え
あ
れ
ば
相
互
に
「
関
係
」
を
と
り
む
す
び
、
そ
れ
を
最
大
限
に
利
用
し
よ
う
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

う
力
が
は
た
ら
い
て
い
た
と
考
え
た
い
。

　
ま
た
「
與
歯
鏡
予
先
生
辮
志
書
」
が
書
か
れ
た
背
景
を
さ
ぐ
る
過
程
で
、
激
県
の
人
士
た
ち
の
あ
い
だ
に
在
野
の
文
士
で
あ
る
謝
陛
が
主
纂

し
た
『
万
享
徳
』
に
対
す
る
つ
よ
い
不
満
が
存
在
し
、
き
わ
め
て
ひ
く
い
評
価
し
か
あ
た
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
こ
そ
が

『
天
啓
志
』
編
纂
の
重
要
な
契
機
と
な
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
き
ら
か
に
な
っ
た
。
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も
と
も
と
筆
者
が
『
万
暦
志
』
の
仇
鷺
伝
に
注
目
し
た
の
は
、
そ
の
存
在
が
、
あ
る
い
は
馬
市
と
い
う
政
策
の
裏
で
新
安
商
人
が
一
枚
か
ん

で
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
み
た
て
を
た
し
か
な
も
の
と
す
る
だ
け
の
根
拠
は
、
本
稿

の
検
討
に
よ
っ
て
も
得
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
嘉
靖
の
馬
市
に
お
い
て
モ
ン
ゴ
ル
に
供
給
す
る
布
製
品
の
調
達
に
商
人
が
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

か
わ
っ
て
い
た
こ
と
は
史
料
の
上
で
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
、
本
稿
を
つ
う
じ
て
仇
鷲
の
「
族
人
」
に
追
丁
地
区
に
寄
寓
す
る
獄
県
籍
の
商

人
が
存
在
し
た
と
い
う
知
見
を
上
乗
せ
で
き
た
も
の
の
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
ふ
み
こ
ん
で
、
双
方
の
あ
い
だ
に
明
確
な
因
果
関
係
を
認
め
ら
れ

る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

　
た
だ
、
当
時
の
辺
境
社
会
の
あ
り
よ
う
を
象
微
す
る
と
い
う
一
面
の
み
が
強
調
さ
れ
て
き
た
仇
鶯
に
つ
い
て
、
家
丁
や
衛
所
官
の
「
冒
継
」

の
問
題
、
通
譜
に
よ
る
宗
族
関
係
の
創
出
、
商
人
層
と
の
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
、
さ
ら
に
は
鍬
県
志
編
纂
や
揚
州
の
園
地
問
題
な
ど
、
じ
つ
に
さ
ま

ざ
ま
な
要
素
が
そ
の
周
囲
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
示
せ
た
の
は
、
本
稿
の
さ
さ
や
か
な
成
果
と
い
っ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
ひ
と
り
の
政

治
人
物
が
多
様
な
背
景
要
素
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
、
あ
ま
り
に
陳
腐
な
事
実
で
は
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
を
具
体
的
に
示
す
こ
と
に
よ
り
、
政

治
史
と
い
う
対
象
に
ど
の
よ
う
に
切
り
込
ん
で
い
く
か
と
い
う
点
で
、
い
く
ば
く
か
の
可
能
性
を
指
摘
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
か

ら
で
あ
る
。
諸
制
度
の
概
要
や
形
成
過
程
を
静
質
的
に
概
述
す
る
か
、
も
し
く
は
人
物
評
価
に
傾
斜
し
た
形
で
党
派
対
立
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て

の
み
政
治
の
動
向
を
と
ら
え
る
か
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
い
ず
れ
か
で
し
か
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
こ
の
時
期
の
政
治
史
研
究
に
お
い
て
も
、

個
々
の
事
案
を
め
ぐ
る
意
思
決
定
過
程
を
動
態
的
に
と
ら
え
、
そ
こ
か
ら
な
ん
ら
か
の
特
徴
を
抽
出
す
る
と
い
う
方
向
が
示
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

た
だ
そ
の
場
合
も
、
皇
帝
と
官
僚
と
に
よ
っ
て
、
宮
中
な
い
し
文
書
行
政
の
サ
イ
ク
ル
の
な
か
で
展
開
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
の
み
が
中
心
と
な

っ
て
い
る
の
は
否
め
な
い
。
他
方
、
東
林
派
を
中
心
と
し
た
党
争
を
軸
に
展
開
し
て
い
く
聖
明
期
の
政
治
史
に
つ
い
て
は
、
思
想
史
・
社
会
経

済
史
の
豊
富
な
成
果
に
も
さ
さ
え
ら
れ
て
、
当
時
の
社
会
動
向
と
の
か
か
わ
り
の
な
か
で
政
治
が
ど
う
展
開
し
て
い
た
の
か
を
問
う
議
論
も
お

こ
な
わ
れ
て
い
る
。
と
く
に
隆
慶
和
議
実
現
の
立
役
者
と
な
っ
た
王
崇
古
・
張
四
維
ら
が
山
西
商
人
の
家
の
出
身
で
あ
っ
た
こ
と
を
あ
き
ら
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

に
し
た
小
野
和
子
氏
の
議
論
は
、
国
家
の
辺
境
政
策
の
推
進
に
あ
た
っ
て
、
皇
帝
と
官
僚
以
外
の
ア
ク
タ
ー
が
影
響
を
お
よ
ぼ
し
え
た
こ
と
を
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成寧侯仇鷺の周辺（城地）

具
体
例
に
即
し
て
指
摘
し
た
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
知
見
と
も
か
か
わ
ら
せ
て
い
え
ば
、
本
稿
で
あ
き
ら
か
に
し
た
仇
鶯
に
関

す
る
い
く
つ
か
の
事
実
か
ら
も
、
明
代
と
り
わ
け
商
業
化
の
影
響
で
流
動
化
の
度
を
つ
よ
め
た
明
代
後
期
の
政
治
が
、
多
様
な
関
係
性
の
上
に

展
開
し
て
い
た
こ
と
を
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
政
治
通
な
る
も
の
の
射
程
が
、
往
々
に
し
て
皇
帝
と
官
僚
の
み
に
よ
っ
て
展
開
し
て
い
く

部
分
を
こ
え
た
範
囲
に
ま
で
お
よ
ん
で
い
た
こ
と
を
示
す
こ
う
し
た
事
例
の
集
積
を
つ
う
じ
て
、
明
代
政
治
史
を
よ
り
立
体
的
に
把
握
す
る
こ

と
が
可
能
に
な
る
と
と
も
に
、
中
国
社
会
に
お
い
て
政
治
な
る
も
の
が
い
か
な
る
位
置
を
占
め
て
き
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
、
よ
り
つ

ま
び
ら
か
な
理
解
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
む
ろ
ん
そ
の
さ
き
に
は
全
体
と
し
て
ど
の
よ
う
な
政
治
史
の
構
造
を
構
築
す
る
か

と
い
う
問
題
が
ま
っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
う
し
た
段
階
へ
と
す
す
む
前
の
事
例
集
積
作
業
と
し
て
、
本
稿
で
は
ひ
と
ま
ず
仇
鶯
と
い
う
人
物
を

つ
う
じ
て
得
ら
れ
た
事
例
を
提
示
し
、
か
つ
そ
こ
に
示
唆
さ
れ
る
可
能
性
を
指
摘
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
の
こ
さ
れ
た
問
題
は
す
べ
て
後
考
に
ゆ

だ
ね
る
。

①
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
揚
州
句
城
塘
の
土
地
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
仇
鶯
と
そ
の

　
族
人
が
登
場
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
倭
冠
が
激
化
し
て
い
た
慕
靖
三

　
十
三
年
（
一
五
五
四
）
、
鳳
陽
巡
撫
六
八
は
『
議
愛
窪
田
浮
輪
鷺
洲
満
了
」
（
咽
端

　
簡
鄭
公
文
集
㎞
巻
十
）
を
題
奏
し
、
倭
憲
に
そ
な
え
る
べ
く
、
長
江
の
江
岸
に
あ

　
る
瓜
洲
鎮
に
城
壁
を
建
造
す
る
こ
と
を
建
議
し
、
そ
の
費
用
捻
出
策
と
し
て
江
都

　
県
城
か
ら
西
三
十
五
黒
の
と
こ
ろ
に
あ
る
句
城
塘
の
土
地
売
却
を
提
案
し
た
。
も

　
と
も
と
灌
概
と
運
河
の
水
量
調
錦
の
役
割
が
期
待
さ
れ
て
い
た
句
城
塘
は
、
こ
の

　
こ
ろ
に
は
泥
が
堆
撰
し
て
そ
の
用
を
な
さ
ず
、
付
近
の
民
が
勝
手
に
耕
作
し
、
そ

　
の
所
有
を
め
ぐ
っ
て
訴
訟
も
頻
発
す
る
と
い
う
状
況
に
な
っ
て
い
た
ら
し
い
。
鄭

　
曉
ら
の
指
示
を
受
け
た
揚
州
府
か
ら
の
報
告
に
よ
る
と
、
勝
手
に
耕
作
し
て
い
た

　
酵
釧
ら
七
十
二
家
に
対
し
て
未
納
分
の
風
霜
の
支
払
い
を
命
じ
た
と
こ
ろ
、
仇
鷲

　
の
族
人
で
あ
る
仇
龍
が
薩
釧
ら
を
糾
結
し
、
句
城
北
の
画
図
を
も
っ
て
仇
鶯
の
も

　
と
に
投
翻
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
薩
釧
お
よ
び
「
好
民
」
黄
谷
ら
十
五
名
と
佃
戸

　
謬
憲
ら
蕎
六
十
七
名
が
仇
龍
の
も
と
で
「
分
領
蓮
華
」
す
る
に
至
っ
た
と
い
う
。

　
揚
州
江
都
の
「
族
人
扁
の
方
か
ら
勲
臣
温
温
の
優
免
特
権
を
利
用
す
べ
く
は
た
ら

　
き
か
け
て
き
た
こ
と
を
示
す
例
と
し
て
、
こ
こ
で
あ
げ
て
お
き
た
い
。
こ
の
仇
龍

　
な
る
人
物
に
つ
い
て
、
目
下
の
と
こ
ろ
仇
鶯
の
族
人
と
い
う
以
上
の
情
報
は
得
ら

　
れ
て
い
な
い
が
、
句
城
塘
を
ふ
く
む
揚
州
五
塘
を
塘
と
し
て
維
持
す
べ
し
と
の
立

　
場
を
と
る
衛
士
性
『
展
志
繹
』
巻
二
、
爾
都
に
、

　
　
　
嘉
靖
間
、
好
民
假
献
仇
鶯
個
陳
公
算
、
而
塘
堤
漸
決
。
鶯
敗
繰
越
世
蕃
縫
之
、

　
　
　
世
蕃
敗
工
特
揚
士
民
聖
訓
承
佃
、
隙
公
塘
遂
腰
、
一
際
腰
蒲
諸
塘
繕
之
。

　
　
　
…
…
寛
不
可
復
者
、
則
以
今
之
所
佃
、
皆
下
民
・
富
商
醒
酔
道
衙
門
積
役
、

　
　
　
其
勢
足
以
動
揺
上
富
。

　
と
あ
る
。
仇
驚
失
脚
後
に
首
輔
厳
嵩
の
息
子
で
あ
る
厳
設
立
に
投
献
さ
れ
た
こ
と

　
の
ほ
か
、
と
く
に
こ
の
土
地
を
佃
慨
す
る
者
と
し
て
「
富
商
扁
が
あ
げ
ら
れ
て
い

　
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。

②
馬
市
が
お
こ
な
わ
れ
た
と
き
官
天
山
西
総
督
で
あ
っ
た
蘇
祐
の
「
遵
明
旨
敷
愚

　
忠
以
圃
補
語
疏
」
（
『
穀
原
満
山
』
所
収
『
督
府
疏
薄
幅
巻
三
）
に
引
く
宣
府
巡
撫
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劉
璽
の
沓
文
に
、

　
　
…
備
沓
戸
数
動
支
、
上
界
能
率
宮
員
、

　
紬
・
絹
右
、
以
備
易
馬
。

数
量
股
實
鋪
戸
、
先
行
枚
買
段

　
と
あ
る
。

③
小
野
和
子
『
明
季
党
社
財
－
東
林
党
と
復
金
1
』

　
九
六
年
）
第
二
章
第
一
節
、
参
照
。

（
同
朋
舎
出
版
、
一
九
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【
附
記
】
　
本
稿
は
、
二
〇
＝
一
年
六
月
中
大
阪
市
立
大
学
で
お
こ
な
わ
れ
た
二
〇
一
二
年
度
第
二
回
近
世
近
代
史
研
究
会
、
な
ら
び
に
二
〇
一
二
年
七
月
に

　
　
　
開
催
さ
れ
た
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
「
東
ア
ジ
ア
地
域
間
交
渉
と
情
報
」
共
同
研
究
班
に
お
け
る
口
頭
報
告
の
内
容
を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ

　
　
　
る
。
双
方
の
会
と
も
、
出
席
の
諸
先
生
か
ら
貴
重
な
御
教
示
を
た
ま
わ
っ
た
。
深
甚
の
感
謝
を
申
し
上
げ
る
。

　
　
　
　
本
稿
は
、
平
成
二
十
四
年
度
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
（
特
別
研
究
員
奨
励
費
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
非
常
勤
研
究
員
）



The　Relationships　surrounding　Qiu　Luan，　the　Marquis　of　Xian－ning，

As　all　Aid　to　the　Study　of　the　Politics　of　the　Ming　Dynasty　during

　　　　　　　　　　　the　Commercialization　of　the　16th　Century

by

JOHCHI　Takashi

　　Qiu　Luan仇鴛，　titled　the　Marquis　of　Xian－ning成寧侯，　was　an　influentia玉

figure　d頗ng　the　reign　of　the　Jialing　Emperor　of　the　Ming．　Du血g　this

period　the　Ming　dynasty　suffered　external　pressures　from　foreign　peoples　in

both　the　north　and　south，　the　beilu　nanwo胡虜南海，　and　a　major　cause　of

this　problem　was　the　commercia｝ization　of　East　Asia　in　the　16tii　century．

IncreasiRg　demand　by　the　Mongols　in　the　trade　with　Chlna　and　military

expenses　issued　by　the　central　governmeRt　promoted　the　commercialization

of　the　defense　forces　on　the　northern　borders．　Given　this　situation　as　a

background，　Qiu　Luan　worked　his　way　up　from　a　military　post　as　an　officer

in　the　army　for　northern　border　defeRses　to　the　point　of　finally　wielding

authority　iR　the　central　government　ln　the　30th　year　of　the　reign　of　JiajiBg

（1551），　the　Ming　court　accepted　Qiu　Luan’s　proposal　and　lifted　the

prohibition　on　the　horse　trade，　mashi馬市，　with　the　Mongols．　Trade　in　the

MiRg　system　took　the　form　of　tribu£e，　but　the　reality　of　the　mashi　trade　had

the　character　of　international　commerce　divorced　from　the　tribute　system，

aBd　Qiu　Luan　was　a　consistent　advocate　of　such．　As　can　be　understood　from

this　example，　Qiu　Luan　was　a　person　who　symbolizes　the　fluid　state　of　the

border　regions　that　were　influenced　by　commercialization．

　　This　paper　elucidates　the　many　relatlonshlps　that　sttrrounded　Qiu　Luan．　A

special　fdcus　is　his　relatioRship　wi撫Shexian獄県in　Huizhou徽州．　From　the

late　Ming　onward，　Xin’an新安merchants　developed　commercial　operations

on　a　nation－wide　basis，　and　Shexian　was　their　home　base．　The　earliest　county

history　of　Shexian，　the　She－zhi　＃志，　published　in　the　37th　year　of　the　reign　of

Wanll　（1609），　contains　a　biography　of　Qiu　Luan．　The　aim　of　this　paper　to

obtain　clues　for　grasping　of　Ming　politics　in　the　age　of　commercia｝ization　by

clarifying　the　relationship　between　Shexian，　the　home　of　the　Xin’an

merchants，　and　Qiu　Luan，　a　symbol　of　the　commercialization　of　the　16ti’
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century．

　　Qiu　Luan　had　inherited　his　official　rank　and　posts　from　his　graRdfather

Qiu　Ytte仇銭．　There　are　various　theories　about　the　ancestral　home　of　Qiu

Yue，　but　by　contrasting　them，　the　following　facts　have　become　clear．　Qiu

Yue　rose　from　the　position　of　private　sold呈er，卿漉㎎家丁，　who　had　been　a

prot6960f　the　regional　commander　of　Ningxia寧：夏．　Despite　the　fact　that　he

was　not　from　a　family　who　could　inherit　military　posts　of　wei衛and　suo所，

he　was　appointed　a　military　officer　on　the　order　of　the　regional　commander．

It　was　probably　at　this　time　that　Qiu　Yue　created　the　relatioRship　with

Wangchong王充of　Shexian　as　the　place　of　origin　of　his　family　through　the

Qiu　clan　of　Jiangdu江都in　Yangzhou揚州．

　　As　with　other　source　materials，　the　biography　of　Qiu　Luan　in　the　WanlY

era　She－2hi　presents　a　critical　assessment　of　Qiu　LuaR．　However，　there　is　a

letter　written　by　Qiu　Luan’s　descendant　Qiu　Mengta呈酔夢台included　in　the

Jiuxieben　PIZangchong　Qiushi　j’iacheng旧写本王卿イ九氏家乗，　found　in　the

Anhui　Provincial　Library．　That　letter　contains　a　powerful　refutation　aRd

crlticism　of　the　biography　of　Qiu　LuaR　in　the　Wanli　She－zlzi　and　other

records．　ResearchiRg　the　bacl〈ground　＃o　thls　letter，　1　was　able　to　clarify　that

the　local　gentry　in　Shexian　were　strongly　discontent　wlth　Xie　Bi謝陛，　a

scholar　without　an　official　post，　who　had　compiled　the　Wanli－era　She－zhi　and

this　was　the　impetus　for　a　recompiled　Shexianzlzi州県志in　the　Tianqi

period．

　　According　to　the　Lianghaai　Nanfa　ghi両涯塩町志，　Qiu　Mengtai　rose　from

the　post　of　licentiate　in　the　salt　distribution　commission　of　Lianghuai　to　take

the　provincial　examiflation　and　become　a　presented　scholar．　That　is　evidence

that　although　his　ancestral　residence　was　listed　as　Shexian，　he　was　actually

from　a　merchant　farnily　that　resided　iR　Lianghuai．　Moreover，　Qiu　）vfengtai

stated　that　Qiu　Yiqing仇一町，　a　member　of　his　own　family，　had　had　friendly

ties　with　Qiu　Luan，　and　that　Qiu　Yiqing　also　became　a　provincial　graduate

on　tke　basis　of　the　exams．　lt　is　on　the　basis　of　his　existence　tkat　we　caR

coRfirm　the　there　was　a　circle　of　Xln’an　merchants　close　to　Qiu　Luan　in　his

lifetime．
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